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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　複数のサブキャリアが含まれたシステム帯域のうちの少なくとも一部の部分帯域におい
て、一定間隔で離散的に選択したサブキャリアにマッピングされたパイロット信号を移動
局から受信する受信部と、
　前記受信部において受信したパイロット信号を処理する処理部と、
　前記受信部において受信すべきパイロット信号の送信元になる移動局に対して、部分帯
域を設定させるために周波数および帯域幅を指定する指示部と、
　を備えることを特徴とする基地局。
【請求項２】
　前記受信部において受信したパイロット信号には、周波数ホッピング方式によるマッピ
ングがなされていることを特徴とする請求項１に記載の基地局。
【請求項３】
　前記受信部において受信したパイロット信号には、送信電力制御がなされていることを
特徴とする請求項１または２に記載の基地局。
【請求項４】
　前記受信部において受信したパイロット信号には、パイロット信号の帯域幅に応じた送
信電力制御がなされていることを特徴とする請求項３に記載の基地局。
【請求項５】
　複数のサブキャリアが含まれたシステム帯域のうちの少なくとも一部の部分帯域におい
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て、一定間隔で離散的に選択したサブキャリアにマッピングされたパイロット信号を移動
局から受信するステップと、
　受信したパイロット信号を処理するステップと、
　受信すべきパイロット信号の送信元になる移動局に対して、部分帯域を設定させるため
に周波数および帯域幅を指定するステップと、
　を備えることを特徴とする受信方法。
【請求項６】
　前記受信するステップにおいて受信したパイロット信号には、周波数ホッピング方式に
よるマッピングがなされていることを特徴とする請求項５に記載の受信方法。
【請求項７】
　前記受信するステップにおいて受信したパイロット信号には、送信電力制御がなされて
いることを特徴とする請求項５または６に記載の受信方法。
【請求項８】
　前記受信するステップにおいて受信したパイロット信号には、パイロット信号の帯域幅
に応じた送信電力制御がなされていることを特徴とする請求項７に記載の受信方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、送信装置、受信装置および移動通信システム並びに送信制御方法に関する。
【背景技術】
【０００２】
　ＩＭＴ－２０００（International Mobile Telecommunication 2000）の次世代の移動
通信方式である第４世代移動通信方式（４Ｇ）の開発が進められている。第４世代移動通
信方式では、セルラシステムを始めとするマルチセル環境から、ホットスポットエリアや
屋内などの孤立セル環境までを柔軟にサポートし、さらに双方のセル環境で周波数利用効
率の増大を図ることが望まれている。
【０００３】
　第４世代移動通信方式において移動局から基地局へのリンク（以下、上りリンクと呼ぶ
）については、以下の無線アクセス方式が提案されている。シングルキャリア伝送方式で
は、例えばＤＳ－ＣＤＭＡ(direct sequence code division multiple access) 方式、Ｉ
ＦＤＭＡ(Interleaved Frequency Division Multiple Access) 方式、可変拡散率・チッ
プ繰り返しファクタ(VSCRF-CDMA: Variable Spreading and Chip Repetition Factors-CD
MA) 方式が提案されている。マルチキャリア伝送方式では、例えばＯＦＤＭ(Orthogonal 
Frequency Division Multiplexing) 方式、Ｓｐｒｅａｄ　ＯＦＤＭ、マルチキャリア符
号分割多元接続(MC-CDMA: Multi-Carrier Code Division Multiple Access) 方式、ＶＳ
Ｆ－Ｓｐｒｅａｄ　ＯＦＤＭ(Variable Spreading Factor Spread OFDM) 方式が提案され
ている。
【０００４】
　シングルキャリア方式は、端末の消費電力に関して、ピーク電力が小さいので、送信電
力増幅器のバックオフを小さくでき、電力効率がよい。
【０００５】
　シングルキャリア方式の一例として、ＶＳＣＲＦ－ＣＤＭＡ方式について、図１を参照
して説明する（例えば、特許文献１参照）。
【０００６】
　拡散部１は、符号乗算部２と、符号乗算部２と接続された繰り返し合成部８と、繰り返
し合成部８と接続された移相部１０とを備える。
【０００７】
　符号乗算部２は、送信信号に拡散符号を乗算する。例えば、乗算器４は、所与の符号拡
散率ＳＦの下で定められたチャネリゼーションコードを送信信号に乗算する。さらに、乗
算器６は、スクランブルコードを送信信号に乗算する。
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【０００８】
　繰り返し合成部８は、拡散後の送信信号を、時間的に圧縮し、所定数回（ＣＲＦ回）反
復する。チップ繰り返しが適用された送信信号は、くしの歯状の周波数スペクトラムを示
す。繰り返し数ＣＲＦが１に等しい場合の構成および動作は、通常のＤＳ－ＣＤＭＡ方式
の場合と等しくなる。
【０００９】
　移相部１０は、移動局毎に固有に設定された所定の周波数分だけ送信信号の位相をずら
す（シフトさせる）。
【００１０】
　ＶＳＣＲＦ－ＣＤＭＡ方式において、ＣＲＦ＞１の場合、例えばＣＲＦ＝４の場合には
、図２Ａに示すように、各ユーザの使用する周波数スペクトラムが、くしの歯状に全帯域
にまたがって分散配置される。この場合、ユーザ固有の周波数オフセットが、割り当てら
れた帯域幅よりも小さくなる。
【００１１】
　一方、ＣＲＦ＝１の場合には、図２Ｂに示すように、各ユーザの使用するスペクトラム
が、ブロック上にまとまって配置される。この場合、ユーザ固有の周波数オフセットが、
割り当てられた帯域幅よりも大きくなる。
【００１２】
　また、周波数領域で、くしの歯状の周波数スペクトラムを得る無線アクセス方式が提案
されている（例えば、非特許文献１および２参照）。
【００１３】
　この無線アクセス方式を適用する送信装置３０は、図３に示すように、拡散されたデー
タ系列が入力されるＦＦＴ部１２と、ＦＦＴ部１２と接続されたレート変換部１４と、レ
ート変換部１４と接続された周波数領域信号生成部１６と、周波数領域信号生成部１６と
接続されたＩＦＦＴ部１８と、ＩＦＦＴ部１８と接続されたＧＩ付加部２０と、ＧＩ付加
部２０と接続されたフィルタ２２とを備える。
【００１４】
　高速フーリエ変換（ＦＦＴ）部１２は、拡散されたデータ系列をＱチップ毎にブロック
化して高速フーリエ変換を行うことにより、周波数領域に変換する。その結果、周波数領
域においてＱ個のシングルキャリアの信号が得られる。ここで、拡散されたデータ系列は
、図１を参照して説明した拡散部１において、乗算器６の出力信号に相当する。
【００１５】
　レート変換部１４は、Ｑ個のシングルキャリアの信号を所定数回、例えばＣＲＦ回繰り
返す。その結果、Ｎｓｕｂ＝Ｑ×ＣＲＦ個のシングルキャリアの信号が生成する。
【００１６】
　周波数領域信号生成部１６は、くしの歯状のスペクトラムとなるように周波数軸上で各
シングルキャリアの信号をシフトさせる。例えば、ＣＲＦ＝４に相当する処理を行う場合
には、各シングルキャリアの信号の間に零を３つ配置する。その結果、図２Ａおよび図２
Ｂを参照して説明したくしの歯状の周波数スペクトラムが形成される。
【００１７】
　ＩＦＦＴ部１８は、周波数軸上で各シングルキャリアの信号をシフトさせることにより
得られたくしの歯状のスペクトラムを高速逆フーリエ変換する。
【００１８】
　ガードインターバル付加部２０は、送信する信号にガードインターバルを付加する。ガ
ードインターバルは、伝送するシンボルの先頭または末尾の一部を複製することによって
得られる。フィルタ２２は、送信信号に対して帯域制限を行う。
【００１９】
　一方、マルチキャリア方式は、シンボル長が長く、ガードインターバルを設けることに
より、マルチパス環境で良好な受信品質を得ることができる。
【００２０】
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　一例として、ＯＦＤＭ方式について、図４を参照して説明する。
【００２１】
　図４は、ＯＦＤＭ方式の送信装置に使用される送信部のブロック図である。
【００２２】
　送信部４０は、拡散前の送信信号が入力される直並列（Ｓ／Ｐ）変換部３２と、直並列
変換部３２と接続されたサブキャリアマッピング部３４と、サブキャリアマッピング部３
４と接続されたＩＦＦＴ部３６と、ＩＦＦＴ部３６と接続されたＧＩ付加部３８とを備え
る。
【００２３】
　直並列変換部（Ｓ／Ｐ）３２は、直列的な信号系列を並列的な複数の信号系列に変換す
る。
【００２４】
　サブキャリアマッピング部３４は、直並列変換部３２において並列的な信号系列に変換
された各信号を各サブキャリアに割り当てる。例えば、サブキャリアマッピング部３４は
、周波数ダイバーシチ効果を得るために、図５Ａに示すように、各ユーザに対して飛び飛
びのサブキャリアを割り当てる。また、サブキャリアマッピング部３４は、図５Ｂに示す
ように各ユーザに対して連続したサブキャリアを割り当てる。
【００２５】
　高速逆フーリエ（ＩＦＦＴ）変換部３６は、入力された信号を高速逆フーリエ変換し、
ＯＦＤＭ方式の変調を行う。
【００２６】
　ガードインターバル付加部３８は、送信する信号にガードインターバルを付加し、ＯＦ
ＤＭ方式におけるシンボルを作成する。
【先行技術文献】
【特許文献】
【００２７】
【特許文献１】特開２００４－２９７７５６号公報
【非特許文献】
【００２８】
【非特許文献１】M.Schnell, I.Broeck, and U. Sorger, "A promising new wideband mu
ltiple-access scheme for future mobile communication," European Trans. on Teleco
mmun. (ETT), vol. 10, no. 4, pp.417-427, July/Aug. 1999.
【非特許文献２】R. Dinis, D. Falconer, C.T. Lam, and M. Sabbaghian, "A Multiple 
Access Scheme for the Uplink of Broadband Wireless Systems," in Proc. Globecom20
04, Dec. 2004.
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【００２９】
　しかしながら、上述した背景技術には以下の問題がある。
【００３０】
　シングルキャリア方式は、シンボル長が小さいため、マルチパス干渉により、特に高速
信号伝送時に受信品質が劣化する問題がある。
【００３１】
　また、マルチキャリア方式は、端末の消費電力に関して、ピーク電力が大きくなるため
、バックオフを大きくする必要があり、電力効率が悪くなる問題がある。
【００３２】
　そこで本発明においては、シングルキャリア型の無線アクセス方式とマルチキャリア型
の無線アクセス方式とを切り替えることができる送信装置、受信装置および移動通信シス
テム並びに送信制御方法を提供することを目的としている。
【課題を解決するための手段】
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【００３３】
　本基地局は、
　複数のサブキャリアが含まれたシステム帯域のうちの少なくとも一部の部分帯域におい
て、一定間隔で離散的に選択したサブキャリアにマッピングされたパイロット信号を移動
局から受信する受信部と、
　前記受信部において受信したパイロット信号を処理する処理部と、
　前記受信部において受信すべきパイロット信号の送信元になる移動局に対して、部分帯
域を設定させるために周波数および帯域幅を指定する指示部と、
　を備える。
【００３５】
　本受信方法は、
　複数のサブキャリアが含まれたシステム帯域のうちの少なくとも一部の部分帯域におい
て、一定間隔で離散的に選択したサブキャリアにマッピングされたパイロット信号を移動
局から受信するステップと、
　受信したパイロット信号を処理するステップと、
　受信すべきパイロット信号の送信元になる移動局に対して、部分帯域を設定させるため
に周波数および帯域幅を指定するステップと、
　を備える。
【発明の効果】
【００４１】
　本発明の実施例によれば、シングルキャリア型の無線アクセス方式とマルチキャリア型
の無線アクセス方式とを切り替えることができる送信装置、受信装置および移動通信シス
テム並びに送信制御方法を実現できる。
【図面の簡単な説明】
【００４２】
【図１】ＶＳＣＲＦ－ＣＤＭＡ方式の送信機に使用される拡散部を示すブロック図である
。
【図２Ａ】移動局の送信信号の周波数スペクトラムの一例を示す図である。
【図２Ｂ】移動局の送信信号の周波数スペクトラムの一例を示す図である。
【図３】シングルキャリア伝送を行う送信機を示す部分ブロック図である。
【図４】マルチキャリア伝送を行う送信機を示す部分ブロック図である。
【図５Ａ】移動局の送信信号の周波数スペクトラムの一例を示す図である。
【図５Ｂ】移動局の送信信号の周波数スペクトラムの一例を示す図である。
【図６Ａ】セルラ環境を示す説明図である。
【図６Ｂ】ローカルエリア環境を示す説明図である。
【図７】本発明の一実施例にかかる送信装置を示す部分ブロック図である。
【図８】シングルキャリア方式とマルチキャリア方式との切り替え方法を示す説明図であ
る。
【図９】シングルキャリア方式とマルチキャリア方式との切り替え方法を示す説明図であ
る。
【図１０】シングルキャリア方式とマルチキャリア方式との切り替え方法を示す説明図で
ある。
【図１１】上りリンクの伝搬路状態測定用信号の送信方法を示す説明図である。
【図１２Ａ】データチャネルおよびパイロット信号の希望最大送信帯域幅の通知を示す説
明図である。
【図１２Ｂ】最大送信電力で送信した場合に予測される伝搬路状態測定用信号の受信ＳＩ
ＮＲを示す説明図である。
【図１２Ｃ】データチャネルの割り当てが無く、伝搬路状態測定用信号のみを送信する場
合における送信電力制御を示す説明図である。
【図１２Ｄ】データチャネルの割り当てがある場合における送信電力制御示す説明図であ
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る。
【図１２Ｅ】データチャネルの割り当てがある場合における伝搬路状態測定用信号の送信
電力制御の一例を示す説明図である。
【図１２Ｆ】データチャネルの割り当てがある場合における伝搬路状態測定用信号の送信
電力制御の一例を示す説明図である。
【図１３】共有データチャネルのスケジューリングを示す説明図である。
【図１４】共有データチャネルのスケジューリングを示す説明図である。
【図１５】他の移動局からの干渉を示す説明図である。
【図１６Ａ】干渉電力の変動を示す説明図である。
【図１６Ｂ】干渉電力の変動を示す説明図である。
【図１７】共有データチャネルのスケジューリングを示す説明図である。
【図１８】共有データチャネルのスケジューリングを示す説明図である。
【図１９】共有データチャネルのスケジューリングを示す説明図である。
【図２０Ａ】本発明の一実施例にかかる送信装置における無線リソースの割り当てを示す
説明図である。
【図２０Ｂ】本発明の一実施例にかかる送信装置における無線リソースの割り当てを示す
説明図である。
【図２０Ｃ】本発明の一実施例にかかる送信装置における無線リソースの割り当てを示す
説明図である。
【図２１】本発明の一実施例にかかる受信装置を示す部分ブロック図である。
【図２２】本発明の一実施例にかかる受信装置を示す部分ブロック図である。
【図２３Ａ】本発明の一実施例にかかる受信装置における、各移動局の送信するパイロッ
ト信号の受信ＳＩＮＲの測定を示す説明図である。
【図２３Ｂ】本発明の一実施例にかかる受信装置における、各移動局の送信するパイロッ
ト信号の受信ＳＩＮＲの測定を示す説明図である。
【図２４Ａ】本発明の一実施例にかかる受信装置における、移動局に対するデータチャネ
ルの送信のための周波数帯域の割り当てを示す説明図である。
【図２４Ｂ】本発明の一実施例にかかる受信装置における、移動局に対するデータチャネ
ルの送信のための周波数帯域の割り当てを示す説明図である。
【図２５Ａ】本発明の一実施例にかかる受信装置における、移動局に対するデータチャネ
ルの送信のための周波数帯域の割り当てを示す説明図である。
【図２５Ｂ】本発明の一実施例にかかる受信装置における、移動局に対するデータチャネ
ルの送信のための周波数帯域の割り当てを示す説明図である。
【図２５Ｃ】本発明の一実施例にかかる受信装置における、移動局に対するデータチャネ
ルの送信のための周波数帯域の割り当てを示す説明図である。
【図２６】周波数帯域の再割り当てを示す説明図である。
【図２７Ａ】送信電力の決定を示す説明図である。
【図２７Ｂ】送信電力の決定を示す説明図である。
【図２８Ａ】送信電力の決定を示す説明図である。
【図２８Ｂ】送信電力の決定を示す説明図である。
【図２９】本発明の一実施例にかかる受信装置における、送信を許可した移動局に対する
データチャネル送信時のＭＣＳの指定を示す説明図である。
【図３０】本発明の一実施例にかかる受信装置を示す部分ブロック図である。
【図３１】本発明の一実施例にかかる受信装置における、各移動局のパイロット信号の中
心周波数と帯域幅の指定を示す説明図である。
【図３２】本発明の一実施例にかかる受信装置における、各移動局のパイロット信号の中
心周波数と帯域幅の指定を示す説明図である。
【図３３Ａ】本発明の一実施例にかかる受信装置における、各移動局のパイロット信号の
中心周波数と帯域幅の指定を示す説明図である。
【図３３Ｂ】本発明の一実施例にかかる受信装置における、各移動局のパイロット信号の



(7) JP 4856221 B2 2012.1.18

10

20

30

40

50

送信帯域の割り当てを示す説明図である。
【図３４】本発明の一実施例にかかる受信装置における、各移動局の送信するパイロット
信号の受信ＳＩＮＲの測定を示す説明図である。
【図３５】本発明の一実施例にかかる受信装置における、送信を許可した移動局に対する
データチャネル送信時のＭＣＳの指定を示す説明図である。
【図３６】本発明の一実施例にかかる送信装置の動作を示すフローチャートである。
【図３７】本発明の一実施例にかかる受信装置の動作を示すフローチャートである。
【図３８】本発明の一実施例にかかる移動通信システムの動作を示すフロー図である。
【発明を実施するための形態】
【００４３】
　次に、本発明を実施するための最良の形態を、以下の実施例に基づき図面を参照しつつ
説明する。
　なお、実施例を説明するための全図において、同一機能を有するものは同一符号を用い
、繰り返しの説明は省略する。
【００４４】
　本発明の実施例にかかる移動通信システムは、移動局と、移動局と無線による通信が可
能である基地局とを備える。
【００４５】
　本発明の実施例にかかる送信装置について説明する。
【００４６】
　送信装置は、例えば移動局に備えられ、上りチャネルを送信する。
【００４７】
　本実施例にかかる送信装置は、セルラ環境およびローカルエリア環境において使用され
る。
【００４８】
　セルラ環境は、図６Ａに示すように、セル（セクタ）をカバーする基地局、例えば基地
局２００１、２００２、２００３、２００４および２００５と、基地局２００１と無線通
信が可能である移動局３００とを備える。セルラ環境は、ローカルエリア環境と比較して
セル半径が大きく、移動局の送信電力が大きくなる。また、セルラ環境では実現できるデ
ータレートは周りのセルからの干渉などにより小さくなる。
【００４９】
　したがって、セルラ環境では、上りリンクの無線アクセス方式として、シングルキャリ
ア方式を使用した方が、マルチキャリア方式を使用した場合より有利である。
【００５０】
　一方、ローカルエリア環境、例えば屋内、ホットスポットなどの環境は、図６Ｂに示す
ように、セル（セクタ）をカバーする基地局、例えば基地局２００６と、基地局２００６

と無線通信が可能である移動局３００とを備える。ローカルエリア環境は、セルラ環境と
比較してセル半径が小さく、移動局の消費電力は小さくなる。また、ローカルエリア環境
では実現できるデータレートは比較的大きくなる。
【００５１】
　したがって、ローカルエリア環境では、上りリンクの無線アクセス方式として、マルチ
キャリア方式を使用した方が、シングルキャリア方式を使用した場合より有利である。
【００５２】
　次に、本実施例にかかる送信装置について、図７を参照して説明する。
【００５３】
　本実施例にかかる送信装置１００は、シンボル系列が入力される拡散およびチャネルコ
ード部１０２と、拡散およびチャネルコード部１０２と接続された切り替え部１０６と、
切り替え部１０６と接続された高速フーリエ変換（ＦＦＴ）部１０８および直並列（Ｓ／
Ｐ）変換部１１０と、ＦＦＴ部１０８およびＳ／Ｐ変換部１１０と接続されたレート変換
部１１２とを備える。
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【００５４】
　また、本実施例にかかる送信装置１００は、レート変換部１１２と接続された周波数領
域信号生成部１１４と、周波数領域信号生成部１１４と接続された逆高速フーリエ変換（
ＩＦＦＴ）部１１６と、ＩＦＦＴ部１１６と接続されたガードインターバル（ＧＩ）付加
部１１８と、ＧＩ付加部１１８と接続されたフィルタ１２０とを備える。
【００５５】
　また、本実施例にかかる送信装置１００は、拡散およびチャネルコード部１０２および
周波数領域信号生成部１１４と接続されたデータ変調・拡散率・チャネル符号化制御部１
０４と、周波数領域信号生成部１１４と接続された無線リソース割り当て制御部１２２と
備える。切り替え部１０６は、フィルタ１２０と接続される。
【００５６】
　また、データ変調・拡散率・チャネル符号化制御部１０４には各ユーザに対するＭＣＳ
(Modulation and Coding Scheme)情報が入力され、無線リソース割り当て制御部１２２に
は各物理チャネルへの無線リソース割り当てを示す報知情報および各ユーザに対するスケ
ジューリング結果を示す情報が入力される。
【００５７】
　データ変調・拡散率・チャネル符号化制御部１０４は、拡散およびチャネルコード部１
０２において適用される直交符号の拡散率を決定し、決定された拡散率の直交符号とセル
固有のスクランブルコードとを、入力された各ユーザに対するＭＣＳ情報とともに、拡散
およびチャネルコード部１０２に入力する。
【００５８】
　例えば、データ変調・拡散率・チャネル符号化制御部１０４は、セルラセル環境では、
セルラセル環境に対応する拡散率の直交符号とセル固有のスクランブルコードとを決定す
る。また、データ変調・拡散率・チャネル符号化制御部１０４は、ローカルエリア環境で
は、ローカルエリア環境に対応する拡散率の直交符号とセル固有のスクランブルコードと
を決定する。また、データ変調・拡散率・チャネル符号化制御部１０４は、サブキャリア
のセットの数を周波数領域信号生成部１１４に入力する。
【００５９】
　拡散およびチャネルコード部１０２は、入力されたＭＣＳ情報にしたがって、入力され
た２値の情報系列に、ターボ符号、畳み込み符号などの誤り訂正符号を適用してチャネル
符号化を行い、チャネル符号化されたデータを変調する。さらに、拡散およびチャネルコ
ード部１０２は、入力された拡散率の直交符号とセル固有のスクランブルコードとを用い
て拡散処理を行うことにより、拡散されたチップ系列を生成し、切り替え部１０６に入力
する。
【００６０】
　切り替え部１０６は、基地局２００から通知された無線アクセス方式を示す情報がシン
グルキャリア方式であるかマルチキャリア方式であるかを判断する。また、切り替え部１
０６は、通知された無線アクセス方式を示す情報がシングルキャリア方式であると判断し
た場合には入力された拡散されたチップ系列をＦＦＴ部１０８に入力し、マルチキャリア
方式であると判断した場合には入力された拡散されたチップ系列をＳ／Ｐ変換部１１０に
入力する。また、切り替え部１０６は、通知された無線アクセス方式を示す情報をフィル
タ１２０に入力する。
【００６１】
　例えば、切り替え部１０６は、基地局２００からの報知情報に基づいてアクセス方式を
決定する。この場合、基地局２００は、後述する無線アクセス方式決定部４０２において
、各ユーザ（移動局）にシングルキャリア方式を使用させるかマルチキャリア方式を使用
させるかを決定し、図８に示すように、決定された無線アクセス方式を示す制御情報を通
知する。
【００６２】
　また、例えば、切り替え部１０６は、セル毎に決定された無線アクセス方式に基づいて
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、シングルキャリア方式であるかマルチキャリア方式であるかを判断するようにしてもよ
い。この場合、基地局２００に備えられた受信装置の無線アクセス方式決定部４０２は、
セル構成に応じて、基地局毎に上りリンクの無線アクセス方式を固定的に予め決定する。
【００６３】
　例えば、基地局２００が設置される段階で、無線アクセス方式決定部４０２は、セル構
成、例えばセルの半径、隣接セルの有無などに応じて、使用する無線アクセス方式を決定
する。例えば、セル半径が大きい場合にはシングルキャリア方式を使用する、またセル半
径が小さい場合にはマルチキャリア方式を使用するように決定する。無線アクセス決定部
４０２は、決定されたアクセス方式を示す情報を、図９に示すように全ユーザの共通制御
情報として移動局３００に報知する。
【００６４】
　このようにすることにより、基地局が設置される段階で決定されるため、構成および制
御が容易である。
【００６５】
　また、例えば、切り替え部１０６は、ユーザ（移動局）毎に決定された無線アクセス方
式に基づいて、シングルキャリア方式であるかマルチキャリア方式であるかを判断するよ
うにしてもよい。この場合、各ユーザの基地局までの距離に応じてアクセス方式を切り替
えるようにしてもよいし、各ユーザの送信電力の余裕に応じてアクセス方式を切り替える
ようにしてもよい。
【００６６】
　例えば、各ユーザの基地局２００までの距離に応じてアクセス方式を切り替える場合、
各ユーザの基地局２００までの距離に相当する量として、例えばパスロスを使用する。こ
の場合、移動局３００は下りリンクで、例えば下りパイロット信号の受信電力を使用して
パスロスを測定し、測定されたバスロスを示す情報を上りリンクで基地局２００に通知す
る。
【００６７】
　基地局２００に備えられた受信装置の無線アクセス方式決定部４０２は、受信したパス
ロスの値が、所定の閾値よりも大きい場合、自基地局２００と移動局３００との距離が大
きいと判断しシングルキャリア方式を使用することを決定し、図１０に示すように、移動
局３００に通知する。
【００６８】
　また、基地局２００に備えられた受信装置の無線アクセス方式決定部４０２は、受信し
たパスロスが、所定の閾値よりも小さい場合、自基地局２００と移動局３００との距離が
小さいと判断しマルチキャリア方式を使用することを決定し、図１０に示すように、移動
局３００に通知する。
【００６９】
　このようにすることにより、移動局と基地局との距離に応じて、移動局毎に無線アクセ
ス方式を制御することができる。
【００７０】
　また、移動局側で、測定したパスロスに基づいて、シングルキャリア方式を使用するか
、マルチキャリア方式を使用するかを決定し、その結果を基地局２００に通知するように
してもよい。
【００７１】
　また、例えば、各ユーザの送信電力の余裕に応じてアクセス方式を切り替える場合、各
ユーザの送信電力の余裕を示す値として、例えば、最大許容送信電力－現在の送信電力を
用いる。この場合、移動局は、「最大許容送信電力－現在の送信電力」を示す値を基地局
に通知する。
【００７２】
　基地局２００に備えられた受信装置の無線アクセス方式決定部４０２は、受信した「最
大許容送信電力－現在の送信電力」を示す値が、所定の閾値よりも小さい場合、送信電力
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の余裕が小さいと判断し、シングルキャリア方式を使用することを決定し、図１０に示す
ように、移動局３００に通知する。
【００７３】
　また、基地局２００に備えられた受信装置の無線アクセス方式決定部４０２は、受信し
た「最大許容送信電力－現在の送信電力」を示す値が、所定の閾値よりも大きい場合、送
信電力の余裕が大きいと判断し、マルチキャリア方式を使用することを決定し、図１０に
示すように、移動局３００に通知する。
【００７４】
　このようにすることにより、移動局毎の能力に応じて、アクセス方式を制御することが
できる。
【００７５】
　また、移動局３００は、最大許容送信電力を示す情報と、現在の送信電力を示す情報と
を送信し、基地局２００に備えられた受信装置の無線アクセス方式決定部４０２は「最大
許容送信電力－現在の送信電力」を計算し、この計算値に基づいて、無線アクセス方式を
制御するようにしてもよい。
【００７６】
　また、移動局側で、送信電力の余裕に基づいて、シングルキャリア方式を使用するかマ
ルチキャリア方式を使用するかを決定し、基地局２００に通知するようにしてもよい。
【００７７】
　また、切り替え部１０６は、ユーザ（移動局）毎に決定された無線アクセス方式に基づ
いて、図１１に示すように、割り当てを希望する所定の周波数帯域を使用して伝搬路状態
測定用信号、例えばパイロット信号を送信するようにしてもよい。例えば、切り替え部１
０６は、システムに割り当てられた周波数帯域のうち、指定の周波数帯域のみで伝搬路状
態測定用信号を送信する。具体的には、例えばシステムに２０ＭＨｚの周波数帯域が割り
当てられている場合には、例えば移動局（送信装置）は、２０ＭＨｚ、１０ＭＨｚ、５Ｍ
Ｈｚで送信できるものにクラス分けされる。この場合、切り替え部１０６は、ユーザ（移
動局）毎に決定された無線アクセス方式に基づいて、自移動局（送信装置）のクラスに相
当する周波数帯域のみで伝搬路測定用信号を送信する。
【００７８】
　受信装置４００の無線リソース割り当て決定部４０４は、伝搬路測定用信号を送信した
移動局（送信装置）に対して、伝搬路測定用信号の送信された周波数帯域に基づいて、周
波数帯域の割り当てを行う。
【００７９】
　すなわち、各移動局（送信装置）はパイロット信号を送信し、基地局（受信装置）はそ
のパイロット信号を測定し、自基地局と移動局との伝搬路状態を測定し、周波数帯域の割
り当てを行う。移動局は、システムに割り当てられた全周波数帯域に対してパイロット信
号を送信する必要はなく、予め決定された所定の帯域でパイロット信号を送信する。基地
局では、各ユーザからパイロット信号を受信するが、その周波数帯域の範囲内で割り当て
るべき帯域があれば割り当て、その決定された周波数帯域を示す情報を、送信装置に送信
する。
【００８０】
　また、受信装置４００側で、無線アクセス方式決定部４０２において、伝搬路状態測定
用信号を送信する周波数帯域を決定し、該周波数帯域を示す情報を送信するようにしても
よい。
【００８１】
　また、切り替え部１０６はパイロット信号生成部を備え、該パイロット信号生成部は、
ユーザ（移動局）毎に決定された無線アクセス方式に基づいて、決定された無線アクセス
方式がシングルキャリア方式である場合に、基地局に対してデータチャネルの希望（最大
）送信帯域幅を示す情報、送信を行おうとするデータ量を示す情報およびデータレートを
示す情報のうち少なくとも１つの情報を基地局に送信するようにしてもよい。また、パイ
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ロット信号生成部は、パイロット信号の希望（最大）送信帯域幅を示す情報を基地局に送
信するようにしてもよい。
【００８２】
　例えば、パイロット信号生成部は、パイロット信号の希望（最大）送信帯域幅を示す情
報およびデータチャネルの希望（最大）送信帯域幅を示す情報、送信を行おうとするデー
タ量を示す情報およびデータレートを示す情報のうち少なくとも１つの情報を、衝突許容
チャネルにより基地局に送信する。例えば、最大の送信帯域幅は５ＭＨｚであり、希望送
信帯域幅はこの５ＭＨｚよりも小さい値となる。
【００８３】
　例えば、図１２Ａに示すように、W＿ａｂｌｅを移動局が送信可能な最大帯域幅、Ｗｐ
＿ｒｅｑをパイロット信号の希望最大送信帯域幅、Ｗｄ＿ｒｅｑをデータチャネルの希望
（最大）送信帯域幅とする。パイロット信号生成部は、Ｗｄ＿ｒｅｑ＜＝Ｗ＿ａｂｌｅの
範囲で、送信しようとするデータ量、データレートに基づいて、Ｗｄ＿ｒｅｑを決定する
。また、パイロット信号生成部は、Ｗｄ＿ｒｅｑ＜＝Ｗｐ＿ｒｅｑ＜＝Ｗ＿ａｂｌｅの範
囲で、Ｗｐ＿ｒｅｑを決定する。
【００８４】
　また、切り替え部１０６は、伝搬路状態測定用信号の送信帯域幅を、システムで定めた
最小送信帯域幅の整数倍または２ｎ倍とするようにしてもよい。
【００８５】
　この場合、切り替え部１０６は、最大送信電力または「最大送信電力－ΔＰ」で送信し
た場合に予測される受信ＳＩＮＲが、所要受信ＳＩＮＲを上回ることのできる最大の送信
帯域幅で送信する。例えば、切り替え部１０６は、予測される受信ＳＩＮＲを、基地局（
受信装置）と移動局（送信装置）との間の平均パスロスおよび基地局における平均干渉電
力に基づいて算出する。
【００８６】
　例えば、図１２Ｂに示すように、最大送信帯域幅が５ＭＨｚで、最小送信帯域幅が１．
２５ＭＨｚである場合に、各送信帯域幅、すなわち１．２５ＭＨｚ、２．５ＭＨｚおよび
３．７５ＭＨｚにおいて、伝搬路状態測定用信号の所要ＳＩＮＲを満たす送信帯域幅は１
．２５ＭＨｚと２．５ＭＨｚである。したがって、所要受信ＳＩＮＲを上回ることのでき
る最大の送信帯域幅は、２．５ＭＨｚとなる。
【００８７】
　この場合、最小送信帯域幅で送信しても、所要ＳＩＮＲを実現できないと予測される場
合であっても、送信帯域幅は、最小送信帯域幅以下にはせず、最小送信帯域幅で送信する
。
【００８８】
　伝搬路状態測定用信号の所要ＳＩＮＲは、報知チャネルでセル全体に通知される。
【００８９】
　また、切り替え部１０６は、データチャネルに対する所要品質、例えば所要ＳＩＮＲと
は別に、伝搬路状態測定用信号に対する所要品質を設定するようにしてもよい。
【００９０】
　この場合、各所要品質は、基地局装置より報知チャネルを用いて、セクタ配下の移動局
に通知される。例えば、基地局装置は、データチャネルに対する所要品質を、個別制御チ
ャネルを用いて通知する。
【００９１】
　切り替え部１０６は、データチャネルの割り当てが無く、伝搬路状態測定用信号のみを
送信する場合には、伝搬路測定用信号の所要品質に基づいた送信電力制御を行う。例えば
、切り替え部１０６は、パイロット信号のみを送信する場合の所要品質に基づく送信電力
制御により決まる送信電力で送信する。例えば、図１２Ｃに示すように、切り替え部１０
６は、伝搬路状態の測定に必要十分な低い所要品質を設定する。このようにすることによ
り、パイロット信号による干渉を低減でき、全体としてスループットを向上させることが
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できる。
【００９２】
　切り替え部１０６は、データチャネルの割り当てがある場合には、送信フレーム内に時
間多重されたデータ部、伝搬路状態測定用信号部とも、データチャネルの所要品質に基づ
いて送信電力制御を行う。例えば、図１２Ｄに示すように、切り替え部１０６は、データ
チャネルの割り当てがある場合、データ部と同じ電力で送信する。この場合、データ部に
は、高効率な変調方式・符号化率が用いられるため、高い所要品質が設定される。切り替
え部１０６は、高精度なチャネル推定が必要なためパイロット信号も高い送信電力で送信
する。
【００９３】
　具体的には、データチャネルの割り当てがあり、データチャネルの割り当て帯域幅が、
伝搬路状態測定用信号の送信帯域幅よりも狭い場合、切り替え部１０６は、図１２Ｅに示
すように、伝搬路状態測定用信号の送信電力を、伝搬路状態測定用信号の送信帯域幅にお
いて、データチャネルの所要品質、例えば所要ＳＩＮＲを満足できる送信電力に制御する
。
【００９４】
　送信電力に余裕が無く、所要品質を満足できない場合、切り替え部１０６は、図１２Ｆ
に示すように、最大送信電力に制御する。
【００９５】
　基地局２００は、移動局から送信された情報、例えばパイロット信号の希望（最大）送
信帯域幅に基づいて、移動局が送信するパイロット信号の送信周波数帯域幅（送信帯域幅
）、中心周波数を決定し、該決定されたパイロット信号の送信帯域幅を示す情報と中心周
波数を示す情報とを移動局に通知する。
【００９６】
　パイロット信号生成部は、通知された送信帯域幅を示す情報、中心周波数を示す情報に
したがって、パイロット信号を送信する。また、パイロット信号生成部は、周波数ブロッ
クのＩＤが通知された場合には、通知された周波数ブロックのＩＤにより指定された送信
帯域幅および中心周波数にしたがって、パイロット信号を送信する。この場合、パイロッ
ト信号生成部は、周波数ホッピング方式により、パイロット信号を送信するようにしても
よい。さらに、パイロット信号生成部は、指定された帯域毎に送信する帯域を変更して、
周波数ホッピングしてパイロット信号を送信するようにしてもよい。
【００９７】
　ＦＦＴ部１０８は、拡散されたデータ系列をＱチップ毎にブロック化して高速フーリエ
変換を行うことにより、周波数領域に変換し、レート変換部１１２に入力する。その結果
、周波数領域においてＱ個のシングルキャリアの信号が得られる。
【００９８】
　直並列変換部（Ｓ／Ｐ）１１０は、Ｑ個毎に直列的な信号系列（ストリーム）を並列的
な複数の信号系列に変換し、レート変換部１１２に入力する。
【００９９】
　レート変換部１１２は、ＦＦＴ部１０８から出力されたＱ個のシングルキャリアの信号
を所定数回、例えばＣＲＦ回繰り返す。その結果、Ｎｓｕｂ＝Ｑ×ＣＲＦ個のシングルキ
ャリアの信号が生成する。また、レート変換部１１２は、直並列変換部（Ｓ／Ｐ）１１０
から出力された並列的なＱ個の信号系列毎に周波数領域信号生成部１１４に入力する。
【０１００】
　一方、無線リソース割り当て制御部１２２は、基地局２００より通知された各物理チャ
ネルへの無線リソース割り当てを示す報知情報および各ユーザに対するスケジューリング
の結果を示す情報に基づいて、各物理チャネルに割り当てる周波数ブロックおよび時間を
制御する。
【０１０１】
　また、無線リソース割り当て制御部１２２は、各物理チャネルに周波数ブロックおよび
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時間を割り当てる場合に、複数の周波数ブロックのトランスミッション　タイム　インタ
ーバル(TTI: Transmission Time Interval)長を単位としたある時間に対して、無線リソ
ースを割り当てるように制御するようにしてもよい。
【０１０２】
　ここで、共有データチャネルのスケジューリングについて、図１３－図１４を参照して
説明する。共有データチャネルは、後述するが、基地局２００におけるスケジューリング
に基づいて割り当てられる。
【０１０３】
　周波数ブロックは、図１３に示すように、固定的に周波数が割り当てられる周波数分割
多元接続での時間領域におけるスケジューリングの制御情報に基づいて割り当てられる。
この場合、高速データレートのユーザに対しては複数の周波数ブロックが割り当てられる
。このようにすることにより、各ユーザは予め割り当てられた周波数ブロックのみを使用
する。このため、送信装置１００は、受信装置４００がチャネル状態情報(CQI: Channel 
Quality Indicator)を測定できるように送信する他の周波数ブロックのパイロットチャネ
ルを予め送信する必要がない。
【０１０４】
　最適な周波数ブロックの帯域幅としては、例えば、１．２５－５ＭＨｚである。周波数
ブロックの帯域幅を広くすることにより、周波数ブロック内でマルチユーザダイバーシチ
の効果を大きくすることができる。
【０１０５】
　シングルキャリア伝送が行われる場合には、データレートにしたがって、各ユーザに対
して割り当てられる帯域幅は可変としてもよい。
【０１０６】
　また、あるユーザのトラヒックサイズが周波数ブロックのペイロードサイズよりも大き
い場合には、１周波数ブロックが排他的に１ユーザにより使用されるようにしてもよい。
【０１０７】
　周波数ブロック上に配置されたさらに狭いFDMA(localized FDMA)が、複数の低データレ
ートユーザにより使用される。すなわち、図２Ａおよび図２Ｂを参照して説明したように
、各ユーザの使用するスペクトラムが、ブロック上にまとめて、周波数ブロック内に配置
される。また、各ユーザの使用する周波数スペクトラムが、くしの歯状に周波数ブロック
内にまたがって、分散配置されるようにしてもよい。他のユーザは、くしの歯状のスペク
トラムを使用する。共有データチャネルに対しては、主にlocalized FDMAを使用するよう
にしてもよい。
【０１０８】
　また、図１４に示すように、１つの帯域、例えば周波数ブロックを複数のユーザに割り
当てるようにしてもよい。この場合は、くしの歯状の周波数スペクトルを用いた周波数多
重あるいは１フレームの中に複数のユーザが以下の説明のように多重される。ＴＴＩには
、チップ情報がある単位で、時分割で格納されている。このチップ情報を単位として送信
する周波数を変更する。このように、ある帯域に複数のユーザを割り当て、周波数ホッピ
ングを使用して送信する。このように、ある周波数帯域を複数ユーザに割り当てることに
より、他セル（セクタ）からの干渉を平均化することができる。このため、ある周波数帯
域において、ユーザを切り替えて送信した場合よりも、時間的に他セル（セクタ）からの
干渉の変動を小さくできる。
【０１０９】
　例えば、図１５に示すように、基地局２００のカバーするエリアが３のセクタ、セクタ
２５０１、２５０２および２５０３により構成され、セクタ２５０１には移動局Ａ３００

１が在圏し、セクタ２５０３には移動局Ｂ３００２、移動局Ｃ３００３、移動局Ｄ３００

４および移動局Ｅ３００５が在圏している場合について説明する。
【０１１０】
　ユーザ毎に周波数ブロックを割り当てた場合、隣接セクタの自移動局に近い位置に他の
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移動局が存在すると干渉電力が大きくなり、遠い位置に他のユーザが存在しても干渉電力
は小さい。
【０１１１】
　例えば、セクタ２５０１に在圏する移動局Ａ３００１については、隣接するセクタ２５
０３に在圏し、移動局Ａ３００１の近傍に位置する移動局Ｄ３００４からの干渉電力は大
きくなるが、遠くに位置している移動局Ｅ３００５からの干渉電力は小さい。したがって
、図１６Ａに示すように、干渉電力は時間に対して変動する。
【０１１２】
　一方、くしの歯状の周波数スペクトルを用いる周波数多重や周波数ホッピングを行う場
合、図１６Ｂに示すように、干渉電力の合計は平均化されほぼ一定となるため、干渉電力
の時間に対する変動は小さくなる。この場合、１ユーザ当たりの送信電力は小さくなるが
、複数タイムスロットに渡って連続的に割り当てることにより、ユーザあたりの効率は変
わらず、他セル（セクタ）からの干渉の変動は小さくなる。
【０１１３】
　また、周波数ブロックは、図１７に示すように、時間領域および周波数領域におけるス
ケジューリングの制御情報に基づいて割り当てられるようにしてもよい。
【０１１４】
　この場合、受信装置４００がチャネル状態情報(CQI: Channel Quality Indicator)を測
定するために送信されるパイロットチャネルが全ての周波数ブロック上で伝送される。す
なわち、全てのチャネル帯域幅上で伝送される。
【０１１５】
　また、あるユーザのトラヒックサイズが周波数ブロックのペイロードサイズよりも大き
い場合には、１周波数ブロックが排他的に１ユーザにより使用される。
【０１１６】
　低データレートのユーザが複数である場合には、１周波数ブロックが複数のユーザによ
り使用される。この場合、直交する周波数スペクトラム、すなわち周波数ブロック上に配
置されたさらに狭いFDMA(localized FDMA)またはくしの歯状のスペクトラム(distributed
 FDMA)が、同じ周波数ブロック内に適用される。すなわち、図２Ａおよび図２Ｂを参照し
て説明したように、各ユーザの使用するスペクトラムが、ブロック上にまとめて、周波数
ブロック内に配置される。また、各ユーザの使用する周波数スペクトラムが、くしの歯状
に周波数ブロック内にまたがって、分散配置されるようにしてもよい。このようにするこ
とにより、マルチユーザ干渉を低減できる。
【０１１７】
　例えば、最適な周波数ブロックの帯域幅としては、０．３１２５－１．２５ＭＨｚであ
る。周波数ブロックの帯域幅を狭くすることにより、周波数領域でのチャネルのスケジュ
ーリングにより、マルチユーザダイバーシチの効果を大きくすることができる。
【０１１８】
　シングルキャリア伝送が行われる場合には、データレートにしたがって、各ユーザに対
して割り当てられる帯域幅は可変としてもよい。
【０１１９】
　周波数ブロック上に配置されたさらに狭いFDMA(localized FDMA)が、複数の低データレ
ートユーザにより使用される。
【０１２０】
　また、時間領域および周波数領域においてスケジューリングを行う場合に、周波数ブロ
ックをグループ化するようにしてもよい。このようにすることにより、パイロットチャネ
ルのオーバヘッドを減少させることができる。
【０１２１】
　また、図１８に示すように、伝搬路状態に基づいて、帯域幅を変えるようにしてもよい
。例えば、システムに割り当てられた周波数帯域を複数の周波数ブロックに分割して割り
当てる。この場合、伝搬状態がよい場合は、複数の周波数ブロック、例えば２個の周波数
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ブロックが割り当てられ（ユーザＡ、ＢおよびＣ）、伝搬状態がよくない場合には、よい
場合よりも少ない周波数ブロックが割り当てられる（ユーザＤ）。このように割り当てら
れた周波数帯域においてシングルキャリア伝送が行われる。このようにすることにより、
全体の効率を向上させることができる。
【０１２２】
　周波数ブロックのグループ化について、図１９を参照して説明する。
【０１２３】
　周波数ブロックのグループ化を行わない場合には、周波数ブロック上に配置されたさら
に狭いFDMA(localized FDMA)またはくしの歯状のスペクトラムが、複数の低データレート
ユーザにより使用される。
【０１２４】
　周波数ブロックのグループ化を行う場合には、飛び飛びの周波数ブロックがグループ化
される場合(Distributed grouping)と、連続した周波数ブロックをグループ化する場合(L
ocalized grouping)がある。
【０１２５】
　このように、予め周波数ブロックをグループ化し、周波数領域のスケジューリングを行
うことにより、ＣＱＩ測定に使用されるパイロットチャネルのオーバヘッドを減少させる
ことができる。
【０１２６】
　例えば基地局２００に備えられた受信装置の無線リソース割り当て決定部４０４は、衝
突型チャネル(Contention-based channel)、例えばランダムアクセスチャネル、予約パケ
ットチャネルに割り当てられる周波数と時間とを、チャネルロードなどに応じて決定し、
下りリンクの報知チャネルで各移動局に通知する。例えば、無線リソース割り当て決定部
４０４は、送信する信号が衝突型のチャネルである場合に、割り当てられた周波数帯域の
うち少なくとも一部の帯域を利用するように無線リソースを割り当てることを決定する。
【０１２７】
　また、基地局２００に備えられた受信装置の無線リソース割り当て決定部４０４は、チ
ャネル状態に応じて、スケジューリングを行い、スケジューリング型のチャネル(Schedul
ed channel)、例えば共有データチャネルなどに割り当てられる周波数と時間とを決定し
、下りリンクの報知チャネルで各移動局に通知する。共有データチャネルでは、トラヒッ
クデータ、レイヤ３制御メッセージが伝送される。また、共有データチャネルを用いて通
信を行う場合にＨ－ＡＲＱ(hybrid automatic repeat request)を適用するようにしても
よい。
【０１２８】
　また、基地局２００に備えられた受信装置の無線リソース割り当て決定部４０４は、ス
ケジューリングを行い、スケジューリング型のチャネル、例えば制御情報を送信するチャ
ネル（以下、共有制御チャネルと呼ぶ）に割り当てられる周波数と時間とを決定し、下り
リンクの報知チャネルで各移動局に通知する。
【０１２９】
　無線リソース割り当て制御部１２２は、衝突型チャネルとスケジューリング型のチャネ
ルとを多重するように制御する。例えば、無線リソース割り当て部１２２は、図２０Ａに
示すように、衝突型チャネルとスケジューリング型のチャネルとを時間多重するように制
御する。この場合、無線リソース割り当て制御部１２２は、適応ＴＴＩ長制御を行い、Ｔ
ＴＩ長を長く設定するようにしてもよい。このようにすることにより、ＴＴＩ全体の長さ
に占める共有制御チャネルの割合を低下させることができるため、共有制御チャネルのオ
ーバヘッドを減少させることができる。
【０１３０】
　また、例えば、無線リソース割り当て部１２２は、図２０Ｂに示すように衝突型チャネ
ルとスケジューリング型のチャネルとを周波数多重するように制御するようにしてもよい
。
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【０１３１】
　また、例えば、無線リソース割り当て部１２２は、図２０Ｃに示すように衝突型チャネ
ルとスケジューリング型のチャネルとを時間多重と周波数多重とを混在させるように制御
するようにしてもよい。この場合、無線リソース割り当て制御部１２２は、適応ＴＴＩ長
制御を行い、ＴＴＩ長を長く設定するようにしてもよい。このようにすることにより、Ｔ
ＴＩ全体の長さに占める共有制御チャネルの割合を低下させることができるため、共有制
御チャネルのオーバヘッドを減少させることができる。
【０１３２】
　周波数領域信号生成部１１４は、くしの歯状のスペクトラムとなるように周波数軸上で
各シングルキャリアの信号をシフトさせる。例えば、ＣＲＦ＝４に相当する処理を行う場
合には、各シングルキャリアの信号または信号系列の間に零を３つ配置する。また、周波
数領域信号生成部１１４は、入力された無線リソースの割り当て情報にしたがって、物理
チャネルの種類に応じて、各物理チャネルに無線リソースを割り当てる。このようにシン
グルキャリア方式を使用する場合には、ＣＲＦの値と、各シングルキャリアの信号をシフ
トさせるオフセットの値とを変更し、ユーザ数を変更する。
【０１３３】
　また、周波数領域信号生成部１１４は、並列的なＱ個の信号系列毎にマッピングを行い
、周波数成分に信号系列を直接配置し、マッピングされた信号毎に無線リソースを割り当
てる。
【０１３４】
　ＩＦＦＴ部１１６は、周波数軸上で各シングルキャリアの信号をシフトさせることによ
り得られたくしの歯状のスペクトラムを高速逆フーリエ変換し、シングルキャリア方式の
送信スペクトラム波形を生成する。
【０１３５】
　また、ＩＦＦＴ部１１６は、複数のサブキャリアからなるマルチキャリアの信号を高速
逆フーリエ変換し、ＯＦＤＭ方式の変調を行い、マルチキャリア方式の送信スペクトラム
波形を生成する。
【０１３６】
　ガードインターバル（ＧＩ）付加部１１８は、送信する信号にガードインターバルを付
加し、シングルキャリア方式およびマルチキャリア方式の一方のシンボルを作成する。ガ
ードインターバルは、伝送するシンボルの先頭または末尾の一部を複製することによって
得られる。
【０１３７】
　フィルタは、切り替え部１０６により通知された無線アクセス方式を示す情報に基づい
て帯域制限を行う。帯域制限された信号は送信される。
【０１３８】
　次に、本実施例にかかる受信装置４００について、図２１を参照して説明する。
【０１３９】
　受信装置４００は、例えば基地局に備えられ、下りチャネルを送信する。
【０１４０】
　本実施例にかかる受信装置は、上述したセルラ環境およびローカルエリア環境において
使用される。
【０１４１】
　次に、本実施例にかかる受信装置４００は、シングルキャリア方式およびマルチキャリ
ア方式の無線アクセス方式により送信された信号を受信することができる。また、受信装
置４００は、無線アクセス方式決定部４０２と、無線リソース割り当て決定部４０４とを
備える。
【０１４２】
　無線アクセス方式決定部４０２は、自受信装置４００が設置された環境に基づいて、移
動局３００に使用させる無線アクセス方式を決定する。
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【０１４３】
　例えば、無線アクセス決定部４０２は、設置された環境がセルラセル環境である場合、
シングルキャリア方式を使用させることを決定し、移動局３００に通知する。また、例え
ば、無線アクセス決定部４０２は、設置された環境がローカルエリア環境である場合、マ
ルチキャリア方式を使用させることを決定し、移動局３００に通知する。
【０１４４】
　例えば、基地局２００が設置される段階で、無線アクセス方式決定部４０２は、セル構
成、例えばセルの半径、隣接セルの有無などに応じて、使用する無線アクセス方式を決定
する。例えば、セル半径が大きい場合にはシングルキャリア方式を使用する、またセル半
径が小さい場合にはマルチキャリア方式を使用するように決定する。無線アクセス決定部
４０２は、決定されたアクセス方式を示す情報を、全ユーザの共通制御情報として移動局
３００に報知する。
【０１４５】
　このようにすることにより、基地局が設置される段階で決定されるため、構成および制
御が容易である。
【０１４６】
　また、各ユーザの基地局までの距離に応じてアクセス方式を切り替えるようにしてもよ
いし、各ユーザの送信電力の余裕に応じてアクセス方式を切り替えるようにしてもよい。
【０１４７】
　例えば、各ユーザの基地局２００までの距離に応じてアクセス方式を切り替える場合、
各ユーザの基地局２００までの距離に相当する量として、例えばパスロスを使用する。こ
の場合、移動局３００は下りリンクで、例えば下りパイロット信号の受信電力を使用して
パスロスを測定し、測定されたバスロスを示す情報を上りリンクで基地局２００に通知す
る。
【０１４８】
　無線アクセス方式決定部４０２は、受信したパスロスの値が、所定の閾値よりも大きい
場合、自基地局２００と移動局３００との距離が大きいと判断しシングルキャリア方式を
使用することを決定し、移動局３００に通知する。
【０１４９】
　また、無線アクセス方式決定部４０２は、受信したパスロスが、所定の閾値よりも小さ
い場合、自基地局２００と移動局３００との距離が小さいと判断しマルチキャリア方式を
使用することを決定し、移動局２００に通知する。
【０１５０】
　このようにすることにより、移動局と基地局との距離に応じて、移動局毎に無線アクセ
ス方式を制御することができる。
【０１５１】
　また、例えば、各ユーザの送信電力の余裕に応じてアクセス方式を切り替える場合、各
ユーザの送信電力の余裕を示す値として、例えば、最大許容送信電力－現在の送信電力を
用いる。この場合、移動局は、「最大許容送信電力－現在の送信電力」を示す値を基地局
に通知する。
【０１５２】
　無線アクセス方式決定部４０２は、受信した「最大許容送信電力－現在の送信電力」を
示す値が、所定の閾値よりも小さい場合、送信電力の余裕が小さいと判断し、シングルキ
ャリア方式を使用することを決定し、移動局３００に通知する。
【０１５３】
　また、無線アクセス方式決定部４０２は、受信した「最大許容送信電力－現在の送信電
力」を示す値が、所定の閾値よりも大きい場合、送信電力の余裕が大きいと判断し、マル
チキャリア方式を使用することを決定し、移動局３００に通知する。
【０１５４】
　このようにすることにより、移動局毎の能力に応じて、アクセス方式を制御することが
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できる。
【０１５５】
　また、移動局３００は、最大許容送信電力を示す情報と、現在の送信電力を示す情報と
を送信し、無線アクセス方式決定部４０２は「最大許容送信電力－現在の送信電力」を計
算し、この計算値に基づいて、無線アクセス方式を制御するようにしてもよい。
【０１５６】
　無線リソース割り当て決定部４０４は、各物理チャネルへの無線リソースの割り当てを
決定し、移動局３００に通知する。
【０１５７】
　また、無線リソース割り当て部４０４は、各ユーザに対してスケジューリングを行い、
その結果を移動局３００に通知する。
【０１５８】
　無線リソース割り当て制御部４０４は、各物理チャネルに周波数ブロックおよび時間を
割り当てる場合に、複数の周波数ブロックのＴＴＩ(Transmission Time Interval)長を単
位としたある時間に対して、無線リソースを割り当てるようにしてもよい。
【０１５９】
　また、無線リソース割り当て部４０４は、共有データチャネルについてスケジューリン
グを行う。
【０１６０】
　無線リソース割り当て部４０４は、図１３に示すように、固定的に周波数が割り当てら
れる周波数分割多元接続での時間領域におけるスケジューリングを行い、制御情報を生成
する。この場合、高速データレートのユーザに対しては複数の周波数ブロックが割り当て
られる。このようにすることにより、各ユーザは予め割り当てられた周波数ブロックのみ
を使用する。このため、送信装置１００は、受信装置４００がチャネル状態情報(CQI: Ch
annel Quality Indicator)を測定できるように送信する他の周波数ブロックのパイロット
チャネルを予め受信する必要がない。
【０１６１】
　例えば、最適な周波数ブロックの帯域幅としては、１．２５－５ＭＨｚである。周波数
ブロックの帯域幅を広くすることにより、周波数ブロック内でマルチユーザダイバーシチ
の効果を大きくすることができる。
【０１６２】
　シングルキャリア伝送が行われる場合には、データレートにしたがって、各ユーザに対
して割り当てられる帯域幅は可変としてもよい。
【０１６３】
　また、あるユーザのトラヒックサイズが周波数ブロックのペイロードサイズよりも大き
い場合には、１周波数ブロックが排他的に１ユーザにより使用されるようにしてもよい。
【０１６４】
　また、図１７に示すように、伝搬路状態に基づいて、帯域幅を変えるようにしてもよい
。
【０１６５】
　周波数ブロック上に配置されたさらに狭いFDMA(localized FDMA)が、複数の低データレ
ートユーザにより使用されるようにしてもよい。すなわち、図２Ａおよび図２Ｂを参照し
て説明したように、各ユーザの使用するスペクトラムが、ブロック上にまとめて、周波数
ブロック内に配置される。また、各ユーザの使用する周波数スペクトラムが、くしの歯状
に周波数ブロック内にまたがって、分散配置されるようにしてもよい。他のユーザは、く
しの歯状のスペクトラムを使用する。共有データチャネルに対しては、主にlocalized FD
MAが使用されるようにしてもよい。
【０１６６】
　また、無線リソース割り当て部４０４は、図１８に示すように、時間領域および周波数
領域におけるスケジューリングを行い、制御情報を生成するようにしてもよい。



(19) JP 4856221 B2 2012.1.18

10

20

30

40

50

【０１６７】
　この場合、チャネル状態情報(CQI: Channel Quality Indicator)を測定するために送信
されるパイロットチャネルが全ての周波数ブロック上で伝送される。すなわち、全てのチ
ャネル帯域幅上で伝送される。
【０１６８】
　また、あるユーザのトラヒックサイズが周波数ブロックのペイロードサイズよりも大き
い場合には、１周波数ブロックが排他的に１ユーザにより使用される。
【０１６９】
　低データレートのユーザが複数である場合には、１周波数ブロックが複数のユーザによ
り使用される。この場合、直交する周波数スペクトラム、すなわち周波数ブロック上に配
置されたさらに狭いFDMA(localized FDMA)またはくしの歯状のスペクトラム(distributed
 FDMA)が、同じ周波数ブロック内に適用される。すなわち、図２Ａおよび図２Ｂを参照し
て説明したように、各ユーザの使用するスペクトラムが、ブロック上にまとめて、周波数
ブロック内に配置される。また、各ユーザの使用する周波数スペクトラムが、くしの歯状
に周波数ブロック内にまたがって、分散配置されるようにしてもよい。このようにするこ
とにより、マルチユーザ干渉を低減できる。
【０１７０】
　例えば、最適な周波数ブロックの帯域幅としては、０．３１２５－１．２５ＭＨｚであ
る。周波数ブロックの帯域幅を狭くすることにより、周波数領域でのチャネルのスケジュ
ーリングにより、マルチユーザダイバーシチの効果を大きくすることができる。
【０１７１】
　シングルキャリア伝送が行われる場合には、データレートにしたがって、各ユーザに対
して割り当てられる帯域幅は可変としてもよい。
【０１７２】
　周波数ブロック上に配置されたさらに狭いFDMA(localized FDMA)が、複数の低データレ
ートユーザにより使用されるようにしてもよい。
【０１７３】
　この場合、周波数ブロックをグループ化するようにしてもよい。このようにすることに
より、パイロットチャネルのオーバヘッドを減少させることができる。
【０１７４】
　また、図１４に示すように、１つの帯域、例えば周波数ブロックを複数のユーザに割り
当てるようにしてもよい。この場合は、くしの歯状の周波数スペクトルを用いた周波数多
重、あるいは１フレームの中に複数のユーザが以下の説明のように多重される。ＴＴＩに
は、チップ情報がある単位で、時分割で格納されている。このチップ情報を単位として送
信する周波数を変更する。このように、ある帯域に複数のユーザを割り当て、周波数ホッ
ピングを使用して送信する。このようにある周波数帯域を複数ユーザに割り当てることに
より、他セル（セクタ）からの干渉を平均化することができる。このため、ある周波数帯
域において、ユーザを切り替えて送信するよりも。時間的に他セル（セクタ）からの干渉
の変動を小さくできる。
【０１７５】
　周波数ブロックのグループ化について、図１９を参照して説明する。
【０１７６】
　周波数ブロックのグループ化を行わない場合には、周波数ブロック上に配置されたさら
に狭いFDMA(localized FDMA)またはくしの歯状のスペクトラムが、複数の低データレート
ユーザにより使用される。
【０１７７】
　周波数ブロックのグループ化を行う場合には、飛び飛びの周波数ブロックがグループ化
される場合(Distributed grouping)と、連続した周波数ブロックをグループ化する場合(L
ocalized grouping)がある。
【０１７８】
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　このように、予め周波数ブロックをグループ化し、周波数領域のスケジューリングを行
うことにより、ＣＱＩ測定に使用されるパイロットチャネルのオーバヘッドを減少させる
ことができる。
【０１７９】
　例えば、無線リソース割り当て決定部４０４は、衝突型チャネル(Contention-based ch
annel)、例えばランダムアクセスチャネル、予約パケットチャネルに割り当てられる周波
数と時間とを、チャネルロードなどに応じて決定し、下りリンクの報知チャネルで各移動
局に通知する。例えば、無線リソース割り当て決定部４０４は、送信する信号が衝突型の
チャネルである場合に、割り当てられた周波数帯域のうち少なくとも一部の帯域を利用す
るように無線リソースを割り当てることを決定する。
【０１８０】
　また、無線リソース割り当て決定部４０４は、チャネル状態に応じて、スケジューリン
グを行い、スケジューリング型のチャネル(Scheduled channel)、例えば共有データチャ
ネルなどに割り当てられる周波数と時間とを決定し、下りリンクの報知チャネルで各移動
局に通知する。共有データチャネルでは、トラヒックデータ、レイヤ３制御メッセージが
伝送される。
【０１８１】
　例えば、無線リソース割り当て決定部４０４は、チャネル状態、例えばＣＱＩ測定結果
に基づいて、チャネルをグループ化して、割り当てる。このようにすることにより、パイ
ロットチャネルのオーバヘッドを低減することができる。
【０１８２】
　また、共有データチャネルを用いて通信を行う場合にＨ－ＡＲＱ(hybrid automatic re
peat request)を適用するようにしてもよい。
【０１８３】
　また、無線リソース割り当て決定部４０４は、スケジューリングを行い、スケジューリ
ング型のチャネル、例えば共有制御チャネルに割り当てられる周波数と時間とを決定し、
下りリンクの報知チャネルで各移動局に通知する。
【０１８４】
　次に、伝搬路状態に基づいて、帯域幅を変えるように割り当てを行う受信機の構成につ
いて、図２２を参照して詳細に説明する。
【０１８５】
　この受信機４００は、図２１を参照して説明した受信機と同様の構成である。
【０１８６】
　この受信機４００の無線リソース割り当て決定部４０４は、受信特性測定部４０６と、
受信特性測定部４０６と接続されたランキング部４０８と、ランキング部４０８と接続さ
れた周波数ブロック割り当て部４１０と、周波数ブロック割り当て部４１０と接続された
送信電力決定部４１２と、送信電力決定部４１２と接続されたＭＣＳ決定部４１４とを備
える。
【０１８７】
　受信特性測定部４０６は、全てのユーザに対して、各周波数ブロックにおける受信特性
、例えば受信ＳＩＮＲを測定する。全てのユーザは帯域全体においてパイロット信号を送
信している。受信特性測定部４０６は、各帯域の受信状態、例えば受信ＳＩＮＲを測定す
る。また、受信特性測定部４０６は、図２３Ａに示すように、ユーザが帯域全体（システ
ム帯域幅）のうちの一部の周波数帯域を用いてパイロット信号を送信している場合には、
予め決定された周波数帯域の割り当て単位毎、例えば周波数ブロック毎に受信ＳＩＮＲを
測定する。すなわち、受信特性測定部４０６は、予め決定された周波数帯域の割り当て単
位を測定単位として、送信されたパイロット信号の受信特性を測定する。
【０１８８】
　また、受信特性測定部４０６は、図２３Ｂに示すように、ユーザが帯域全体のうちの一
部の周波数帯域を用いてパイロット信号を送信している場合には、その帯域における受信
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状態を測定するようにしてもよい。すなわち、受信特性測定部４０６は、希望割り当て単
位、例えばパイロット信号の送信周波数を測定単位として、送信されたパイロット信号の
受信特性を測定する。
【０１８９】
　ランキング部４０８は、測定された受信特性に基づいて、優先度を求め、所定の順番に
並び替える。例えば、受信ＳＩＮＲの高い順に並び替え、ランキングテーブルを作成する
。また、ランキング部４０８は、各移動局から送信されるパイロット信号の基地局におけ
る受信状態、すなわち受信装置における伝搬路状態測定用信号の受信電力、各移動局から
送信しようとするデータの種類および送信待ち時間、各移動局の最大送信電力のうち少な
くとも１つに基づいて、ランキングテーブルを作成するようにしてもよい。その結果、周
波数帯域の割り当て単位毎に、周波数帯域を割り当てる移動局が決定される。
【０１９０】
　周波数ブロック割り当て部４１０は、作成されたランキングテーブルに基づいて、周波
数ブロックを割り当てる。例えば、周波数ブロック割り当て部４１０は、ランキングテー
ブルを参照し、優先度の高いユーザに対応する周波数ブロックの仮割り当てを行う。また
、周波数ブロック割り当て部４１０は、最大の優先度に対応するユーザに対して仮割り当
てされた周波数ブロックと、隣接する周波数ブロックを割り当てる。また、周波数ブロッ
ク割り当て部４１０は、割り当てたユーザ、および周波数ブロックに対応する優先度を除
いて、改めて優先度の順に並び替えランキングテーブルを作成し、同様の処理を行う。こ
のように、各送信装置に対する受信特性に基づいて、同一装置に対して、連続した周波数
帯が割り当てられる。
【０１９１】
　この場合、周波数ブロック割り当て部４１０は、図２４Ａに示すように、パイロット信
号の送信周波数の範囲内で、周波数帯域を割り当てる。さらに、周波数ブロック割り当て
部４１０は、図２４Ｂに示すように、周波数帯域の割り当て単位、例えば周波数ブロック
の整数倍で、周波数帯域を割り当てるようにしてもよい。
【０１９２】
　また、移動局が、帯域割り当て単位毎に、周波数ポッピングしてパイロット信号を送信
する場合に、周波数ブロック割り当て部４１０は、図２５Ａに示すように、パイロットが
送信されている帯域に対してスケジューリングを行い、データチャネルの割り当てを行う
ようにしてもよい。また、パイロット信号を送信する帯域が時間の経過とともにずれるよ
うに指定される。この場合、周波数割り当て部４１０は、パイロット信号が送信された帯
域毎に、データチャネルを決定する。この場合、スケジューリング周期は長周期化する。
【０１９３】
　例えば、時間ｔ（Ｔｉｍｅ　ｔ）では、全ての移動局、例えばＭＳ１、ＭＳ２、ＭＳ３
およびＭＳ４は同じ帯域でパイロット信号を送信する。周波数ブロック割り当て部４１０
は、同じ帯域でパイロット信号を送信した移動局間でスケジューリングを行う。この場合
、ＭＳ１、ＭＳ２、ＭＳ３およびＭＳ４間でスケジューリングが行われ、ＭＳ３にデータ
チャネルが割り当てられる。
【０１９４】
　時間ｔ＋１（Ｔｉｍｅ　ｔ＋１）では、時間ｔにおいてパイロット信号が送信された帯
域とは異なる帯域で、ＭＳ１、ＭＳ２、ＭＳ３およびＭＳ４はパイロット信号を送信する
。例えば、ＭＳ１、ＭＳ２、ＭＳ３およびＭＳ４は、時間ｔにおいてパイロット信号が送
信された帯域に隣接する帯域でパイロット信号を送信する。周波数ブロック割り当て部４
１０は、同じ帯域でパイロット信号を送信した移動局間でスケジューリングを行う。この
場合、ＭＳ１、ＭＳ２、ＭＳ３およびＭＳ４間でスケジューリングが行われ、ＭＳ２にデ
ータチャネルが割り当てられる。
【０１９５】
　時間ｔ＋２（Ｔｉｍｅ　ｔ＋２）では、時間ｔ＋１においてパイロット信号が送信され
た帯域とは異なる帯域で、ＭＳ１、ＭＳ２、ＭＳ３およびＭＳ４はパイロット信号を送信
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する。例えば、ＭＳ１、ＭＳ２、ＭＳ３およびＭＳ４は、時間ｔ＋１においてパイロット
信号が送信された帯域に隣接する帯域でパイロット信号を送信する。周波数ブロック割り
当て部４１０は、同じ帯域でパイロット信号を送信した移動局間でスケジューリングを行
う。この場合、ＭＳ１、ＭＳ２、ＭＳ３およびＭＳ４間でスケジューリングが行われ、Ｍ
Ｓ２にデータチャネルが割り当てられる。以下、同様にデータチャネルの割り当てが行わ
れる。
【０１９６】
　また、各移動局が独立に、周波数ポッピングしてパイロット信号を送信する場合に、周
波数ブロック割り当て部４１０は、図２５Ｂに示すように、周波数割り当て単位毎に、そ
の帯域でパイロット信号を送信している移動局間でスケジューリングを行い、データチャ
ネルを割り当てるようにしてもよい。例えば、ある移動局は、すでに割り当てられた帯域
に隣接する帯域が割り当てられる。
【０１９７】
　例えば、時間ｔ（Ｔｉｍｅ　ｔ）では、移動局、例えばＭＳ３、ＭＳ４、ＭＳ４および
ＭＳ６は互いに異なる帯域でパイロット信号を送信し、ＭＳ１はＭＳ３およびＭＳ４がパ
イロット信号を送信した帯域でパイロット信号を送信し、ＭＳ２はＭＳ５およびＭＳ６が
パイロット信号を送信した帯域でパイロット信号を送信する。
【０１９８】
　周波数ブロック割り当て部４１０は、各帯域でパイロット信号を送信した移動局間でス
ケジューリングを行う。周波数ブロック割り当て部４１０は、帯域割り当て単位毎にスケ
ジューリングを行う。例えば、周波数ブロック割り当て部４１０は、ＭＳ１とＭＳ３との
間でスケジューリングを行いＭＳ１にデータチャネルを割り当て、ＭＳ１とＭＳ４との間
でスケジューリングを行いＭＳ４にデータチャネルを割り当て、ＭＳ２とＭＳ５との間で
スケジューリングを行いＭＳ５にデータチャネルを割り当て、ＭＳ２とＭＳ６との間でス
ケジューリングを行いＭＳ６にデータチャネルを割り当てる。
【０１９９】
　時間ｔ＋１（Ｔｉｍｅ　ｔ＋１）では、移動局、例えばＭＳ３、ＭＳ４、ＭＳ４および
ＭＳ６は互いに異なる帯域でパイロット信号を送信する。例えば、時刻ｔにおいてパイロ
ット信号を送信した帯域に隣接する帯域でパイロット信号を送信する。また、移動局、例
えばＭＳ１およびＭＳ２は互いに異なる帯域でパイロット信号を送信する。例えば、時刻
ｔにおいてパイロット信号を送信した帯域に隣接する帯域でパイロット信号を送信する。
【０２００】
　周波数ブロック割り当て部４１０は、各帯域でパイロット信号を送信した移動局間でス
ケジューリングを行う。周波数ブロック割り当て部４１０は、帯域割り当て単位毎にスケ
ジューリングを行う。例えば、周波数ブロック割り当て部４１０は、ＭＳ２とＭＳ６との
間でスケジューリングを行いＭＳ２にデータチャネルを割り当て、ＭＳ２とＭＳ３との間
でスケジューリングを行いＭＳ２にデータチャネルを割り当て、ＭＳ１とＭＳ４との間で
スケジューリングを行いＭＳ４にデータチャネルを割り当て、ＭＳ１とＭＳ５との間でス
ケジューリングを行いＭＳ５にデータチャネルを割り当てる。
【０２０１】
　時間ｔ＋２（Ｔｉｍｅ　ｔ＋２）では、移動局、例えばＭＳ３、ＭＳ４、ＭＳ４および
ＭＳ６は互いに異なる帯域でパイロット信号を送信する。例えば、時刻ｔ＋１においてパ
イロット信号を送信した帯域に隣接する帯域でパイロット信号を送信する。また、移動局
、例えばＭＳ１およびＭＳ２は互いに異なる帯域でパイロット信号を送信する。例えば、
時刻ｔ＋１においてパイロット信号を送信した帯域に隣接する帯域でパイロット信号を送
信する。
【０２０２】
　周波数ブロック割り当て部４１０は、各帯域でパイロット信号を送信した移動局間でス
ケジューリングを行う。周波数ブロック割り当て部４１０は、帯域割り当て単位毎にスケ
ジューリングを行う。例えば、周波数ブロック割り当て部４１０は、ＭＳ１とＭＳ５との
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間でスケジューリングを行いＭＳ５にデータチャネルを割り当て、ＭＳ１とＭＳ６との間
でスケジューリングを行いＭＳ６にデータチャネルを割り当て、ＭＳ２とＭＳ３との間で
スケジューリングを行いＭＳ２にデータチャネルを割り当て、ＭＳ２とＭＳ４との間でス
ケジューリングを行いＭＳ４にデータチャネルを割り当てる。
【０２０３】
　また、各移動局が独立に、周波数ホッピングしてパイロット信号を送信する場合に、周
波数ブロック割り当て部４１０は、図２５Ｃに示すように、パイロットが送信されていな
い帯域の受信特性（受信品質）は過去の受信品質を用い、各周波数割り当て単位において
、データチャネルを割り当てるようにしてもよい。この場合、同じ周波数帯域で、パイロ
ットを送信する移動局が複数いるようにしてもよい。
【０２０４】
　例えば、時間ｔ（Ｔｉｍｅ　ｔ）では、移動局、例えばＭＳ１、ＭＳ２、ＭＳ３および
ＭＳ４は互いに異なる帯域でパイロット信号を送信する。
【０２０５】
　周波数ブロック割り当て部４１０は、各帯域でパイロット信号を送信した移動局間でス
ケジューリングを行う。周波数ブロック割り当て部４１０は、帯域割り当て単位毎にスケ
ジューリングを行う。
【０２０６】
　時間ｔ＋１（Ｔｉｍｅ　ｔ＋１）では、移動局、例えばＭＳ１、ＭＳ２、ＭＳ３および
ＭＳ４は互いに異なる帯域でパイロット信号を送信する。例えば、時刻ｔにおいてパイロ
ット信号を送信した帯域に隣接する帯域でパイロット信号を送信する。
【０２０７】
　周波数ブロック割り当て部４１０は、各帯域でパイロット信号を送信した移動局間でス
ケジューリングを行う。周波数ブロック割り当て部４１０は、パイロット信号が送信され
ていない帯域の受信特性（受信品質）は過去の受信品質を用い、帯域割り当て単位毎にス
ケジューリングを行う。
【０２０８】
　時間ｔ＋２（Ｔｉｍｅ　ｔ＋２）では、移動局、例えばＭＳ１、ＭＳ２、ＭＳ３および
ＭＳ４は互いに異なる帯域でパイロット信号を送信する。例えば、時刻ｔ＋１においてパ
イロット信号を送信した帯域に隣接する帯域でパイロット信号を送信する。
【０２０９】
　周波数ブロック割り当て部４１０は、各帯域でパイロット信号を送信した移動局間でス
ケジューリングを行う。周波数ブロック割り当て部４１０は、パイロット信号が送信され
ていない帯域の受信特性（受信品質）は過去の受信品質を用い、帯域割り当て単位毎にス
ケジューリングを行う。
【０２１０】
　伝搬路状態の変動が小さい場合に、パイロット信号を送信する帯域が固定された場合、
その帯域の伝搬路状態が悪い場合には受信特性が悪いままである。このように、パイロッ
ト信号を送信する帯域を変更することにより、基地局における受信特性を改善することが
できる。
【０２１１】
　また、周波数割り当て帯域にデータチャネルを割り当てた場合、図２６に示すように、
一度割り当てた帯域は、その受信状態がある程度の変化量以上にならない限りは、変更を
行わない。すなわち、周波数ブロック割り当て部４１０は、一度割り当てた周波数帯域に
ついて、その周波数帯域における、割り当てた送信装置の伝搬路状態測定用信号の受信電
力が、予め指定された閾値を超えて変化するまで、同一の送信局にその周波数帯域を時間
的に連続して割り当て続ける。このようにすることにより、他セル（セクタ）からの干渉
の変動を低減できる。受信機４００では、ＡＭＣの適用の前に、受信状態に応じて、変調
方式などの変更が行われる。変調方式などの決定が行われた後に、状態が変化すると正し
く受信できない。すなわち、上りリンクでは、受信状態は他セル（セクタ）干渉、特に近
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くに存在するユーザからの干渉により生じる。例えば、図１５において、移動局Ａ３００

１が送信している場合に、隣接するセクタ２５０３に在圏している移動局Ｄ３００４が送
信している場合には、移動局Ａ３００１は、移動局Ｄ３００４からの干渉の影響を受ける
。
【０２１２】
　また、移動局Ａ３００１が送信している場合に、隣接するセクタ２５０３に在圏してい
る移動局Ｂ３００２が送信している場合には、移動局Ａ３００１は、移動局Ｂ３００２か
らの干渉の影響を受ける。移動局Ａ３００１は、そのときの希望波と干渉波の比に応じて
、変調方式を決定する。ここで、移動局Ｂ３００２に割り当てていた周波数帯域が移動局
Ｃ３００４に切り替えられた場合には、干渉量が増大する。移動局Ａ３００１は、移動局
Ｂ３００２の干渉信号を想定してＭＣＳを決定したが、周波数帯域の割り当てが、突然移
動局Ｃ３００３に切り替わることによって、隣接セクタからの干渉量が増大し、最初に決
定された変調方式では、受信局は受信できない。
【０２１３】
　このようなことを避けるために、一度割り当てた帯域は、その受信状態がある程度の変
化量以上にならない限りは、変更を行わない。受信状態がある程度の変化量以上になった
場合、例えば、変動幅がある閾値以上になった場合、帯域を開放し、各移動局の伝搬路状
態などに基づいて、再割り当てが行われる。
【０２１４】
　送信電力決定部４１２は、周波数帯域を割り当てた移動局に対して、上りリンクの送信
電力を指定する。この場合、周波数帯域を割り当てた移動局（送信機）に対して，割り当
てた周波数帯域幅に基づいて、上りリンクの送信電力を指定する。例えば、移動局（送信
機）が送信できる最大電力量は決まっている。例えば、図２７Ａに示すように、ある割り
当て帯域に対する送信電力がＸである場合について説明する。その割り当て帯域を広くし
、例えば２倍にした場合には、図２７Ｂに示すように送信電力は１／２倍になり、Ｘ／２
となる。このように、割り当てられた帯域幅に応じて、送信電力を決定する。送信電力決
定部４１２は、スケジューリングの結果と、送信電力を示す情報を送信機に送信する。こ
れらの情報は、無線リソース割り当て制御部１２２に入力される。
【０２１５】
　例えば、ある割り当て帯域に対する送信電力のピークがＸである場合、その割り当て帯
域を広くし、例えば２倍にした場合には、送信電力のピークはＸ／２となる。
【０２１６】
　送信電力決定部４１２は、スケジューリングの結果と、送信電力を示す情報を送信機に
送信する。これらの情報は、無線リソース割り当て制御部１２２に入力される。その結果
、移動局は、割り当てられた周波数帯域において、最大送信電力で、上りリンクの信号伝
送を行う。
【０２１７】
　このように、ある帯域に電力を集中させて送信することにより、希望波電力を大きくで
きる。特に、基地局(受信装置)から遠い場所に位置する移動局に対して、ある帯域に電力
を集中させて送信させることにより、基地局側で高い電力で受信できるため、受信品質を
向上させることができる。
【０２１８】
　また、送信電力決定部４１２は、割り当てようとする帯域における干渉電力を測定し、
その干渉電力を使用して、所望の希望波電力対干渉電力比が所望の値となるように送信電
力を指定するようにしてもよい。
【０２１９】
　この場合、所望の希望波電力対干渉電力比を得る送信電力が、移動局の出力できる送信
電力以上となる場合がある。この場合には移動局の出力できる送信電力を指定する。一方
、所望の希望波電力対干渉電力比を得る送信電力が、移動局の出力できる送信電力以下で
ある場合には、所望の希望波電力対干渉電力比を得る送信電力を指定する。
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【０２２０】
　このようにすることにより、基地局側での受信品質に基づいて、送信電力の制御を行う
ことができる。
【０２２１】
　また、移動局は、割り当てられた周波数帯域において、最大送信電力で、上りリンクの
信号伝送を行う。このようにすることにより、基地局側で高い電力で受信できるため、受
信品質を向上させることができる。
【０２２２】
　また、送信電力は、移動局が、割り当てられた周波数帯域幅によらず、一定の送信電力
密度で、上りリンクの信号伝送を行うようにしてもよい。例えば、図２８Ａおよび図２８
Ｂに示すように、無線リソース割り当て制御部１２２は、所定の周波数帯域幅における送
信電力に基づいて、その所定の周波数帯域よりも狭い帯域が割り当てられた場合にも、そ
の送信電力で送信する。このように帯域あたり一定の電力で送信することにより、他セル
（セクタ）に与える干渉の影響を小さくできる。
【０２２３】
　また、移動局の存在する位置に応じて、切り替えるようにしてもよい。すなわち、割り
当てられた周波数帯域において、最大送信電力で上りリンクの信号伝送を行うか、割り当
てられた周波数帯域幅によらず一定の送信電力密度で上りリンクの信号伝送を行うかを決
定し、決定された方法より送信電力を決定し、決定された送信電力を示す情報の通知を行
うようにしてもよい。
【０２２４】
　基地局が、周波数帯域を割り当てた移動局に対して、上りリンクの信号伝送における、
変調方法、および誤り訂正符号化率を指定するようにしてもよい。
【０２２５】
　また、上りリンクの信号伝送における、変調方法および誤り訂正符号化率は、基地局の
ＭＣＳ決定部４１４において、希望波電力と干渉電力の比に基づいて決定するようにして
もよい。ここで、希望波電力、干渉電力とも、瞬時値あるいは平均値のいずれかを用いる
。例えば、指定した送信電力、および伝搬路状態測定用信号の受信電力に基づいて、周波
数帯域を割り当てた送信装置が信号を送信した場合に、割り当てた周波数帯域において推
定される、送信装置が送信した信号の受信装置における受信電力および干渉電力に基づい
て、瞬時値および平均値のいずれか１つが使用され、受信電力と干渉電力との比に基づい
て、変調方法、誤り訂正符号化率が決定される。
【０２２６】
　例えば、移動局が、割り当てられた周波数帯域において、最大送信電力で、上りリンク
の信号伝送を行う場合について説明する。上りリンクの場合、干渉電力の変動が大きい。
瞬時の受信電力に基づいて変調方式が決定されると、送信するまでの時間により、干渉電
力のレベルが変動する。したがって、このような信号伝送が行われている場合、受信電力
、希望波電力、干渉電力ともに平均値を用いる。
【０２２７】
　一方、移動局が、割り当てられた周波数帯域幅によらず、一定の送信電力密度で、上り
リンクの信号伝送を行う場合について説明する。このように、干渉電力の変動が小さいよ
うに制御が行われている場合には、受信電力、希望波電力、干渉電力ともに瞬時値を用い
る。
【０２２８】
　また、ＭＣＳ決定部４１４は、送信を許可した移動局がデータチャネルを送信する場合
のＭＣＳの指定を行う場合に、図２９に示すように、受信特性測定部４０６において周波
数帯域の割り当て単位毎に受信ＳＩＮＲが測定された場合には、割り当てられた帯域にお
ける、周波数帯域の割り当て単位毎に測定されたパイロットの信号の受信品質に基づいて
ＭＣＳを指定するようにしてもよい。例えば、割り当て単位毎に測定された受信ＳＩＮＲ
を用いて、それらの平均のＳＩＮＲ，最も高いＳＩＮＲ、最も低いＳＩＮＲのいずれか１
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つに基づいて、ＭＣＳを指定する。
【０２２９】
　また、伝搬路状態に基づいて、帯域幅を変えるように割り当てを行う受信機を、図３０
のように構成するようにしてもよい。
【０２３０】
　この受信機４００は、図２１を参照して説明した受信機と同様の構成であり、図２２を
参照して説明した受信機と、受信特性測定部４０６と接続されたパイロット信号指定部４
１６を備える点で異なる。
【０２３１】
　パイロット信号指定部４１６は、移動局から送信されたデータチャネルの希望（最大）
送信周波数帯域幅を示す情報、送信を行おうとするデータ量を示す情報およびデータレー
トを示す情報のうち少なくとも１つの情報を受信する。また、パイロット信号指定部４１
６は、移動局からパイロット信号の希望（最大）送信帯域幅を示す情報を受信する。パイ
ロット信号指定部４１６は、その移動局に対して、パイロット信号の送信帯域幅を指定す
る。例えば、パイロット信号指定部４１６は、各移動局に対してパイロット信号の希望（
最大）送信帯域幅を示す情報に基づいて、パイロット信号の送信帯域幅と中心周波数とを
決定し、決定されたパイロット信号の送信帯域幅および中心周波数を示す情報を、対応す
る各移動局に送信する。また、パイロット信号指定部４１６は、周波数ブロックのＩＤを
送信することにより、決定されたパイロット信号の送信帯域幅および中心周波数を示す情
報を対応する各送信装置に通知するようにしてもよい。この場合、パイロット信号指定部
４１６は、複数の周波数ブロックを指定するようにしてもよい。
【０２３２】
　例えば、パイロット信号指定部４１６は、図３１に示すように、基地局との距離が大き
いなどの理由により、希望する最大の帯域幅（希望（最大）送信帯域幅）で移動局がパイ
ロット信号を送信した場合に、パイロット信号の受信品質が不十分であると判断した場合
には、移動局の希望する最大帯域幅よりも狭いパイロット信号の帯域幅を指定する。例え
ば、パイロット信号指定部４１６は、各移動局の最大送信電力、各移動局と基地局との間
のパスロスに基づいて、パイロット信号の送信帯域幅を指定する。
【０２３３】
　また、パイロット信号指定部４１６は、各移動局のパイロット信号の送信帯域幅と中心
周波数の指定を行う場合、図３２に示すように、周波数領域において、基地局において観
測される各移動局のパイロット信号の受信電力に偏りが生じない、または小さくなるよう
に指定する。例えば、パイロット信号指定部４１６は、各移動局のパイロット信号の受信
電力の偏りを示す基準値を予め決定し、この基準値以下となるように、各移動局に対して
、パイロット信号の送信帯域幅および中心周波数の決定を行う。この場合、パイロット信
号指定部４１６は、各移動局のパイロット信号の送信帯域および基地局における受信電力
に基づいて、基地局における各移動局のパイロット信号の上りリンクの総受信電力を求め
、該送受信電力が周波数領域において偏りが小さくなるように、各移動局パイロット信号
の送信帯域幅および中心周波数を指定する。
【０２３４】
　また、パイロット信号指定部４１６は、例えば移動局に対して、パイロット信号をＩＦ
ＤＭＡ方式により送信させる場合には、図３３Ａに示すように、各周波数成分が過不足な
く使用されるように、各移動局のパイロット信号の周波数帯域および繰り返し係数（Ｒｅ
ｐｅｔｉｔｉｏｎ　ｆａｃｔｏｒ)を決定する。すなわち、周波数シフト量が決定され、
周波数分割多重方式により送信される。この場合、同じユーザが重なる帯域がないように
周波数オフセットが与えられる。例えば、パイロット信号指定部４１６は、各移動局の送
信するパイロット信号の中心周波数および送信帯域幅を指定する際に、繰り返し係数の残
数に基づいて指定する。この場合、パイロット信号指定部４１６は、パイロット信号の中
心周波数、周波数帯域幅および繰り返し係数を指定し、通知する。
【０２３５】
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　また、パイロット信号指定部４１６は、各周波数帯で、伝搬路測定用信号を送信する移
動局数に偏りが生じないように、伝搬路測定用信号の送信帯域を割り当てる。例えば、パ
イロット信号指定部４１６は、送信帯域の広い移動局から、伝搬路測定用信号の送信帯域
を割り当てる。この場合、例えば、送信帯域幅が、最小送信帯域幅の２ｎである。
【０２３６】
　例えば、１０ＭＨｚのシステム帯域幅に、５ＭＨｚ、２．５ＭＨｚ、１．２５ＭＨｚの
送信帯域幅となる移動局数が、Ｎ５、Ｎ２．５、Ｎ１．２５である場合について説明する
。この場合、最小送信帯域幅、例えば周波数ブロック帯域幅は１．２５ＭＨｚとする。
（１）変数Φ５ＭＨｚ、Φ２．５ＭＨｚおよびΦ１．２５ＭＨｚに、それぞれ乱数を与え
る。ここで、与える乱数は整数である。
（２）ｎ５番目の送信帯域幅５ＭＨｚの移動局に対して、周波数ブロックＩＤ、（Φ５Ｍ

Ｈｚ＋ｎ５）ｍｏｄ（１０／５）×（１０／５）から５／１．２５＝４ブロックを割り当
てる。
（３）ｎ２５番目の送信帯域幅２．５ＭＨｚの移動局に対して、周波数ブロックＩＤ、（
Φ５ＭＨｚ＋Ｎ５＋ｎ２．５）ｍｏｄ（１０／５）×（１０／５）＋（Φ２．５ＭＨｚ＋
ｎ２．５）ｍｏｄ（５／２．５）×（５／２．５）から２．５／１．２５＝２ブロックを
割り当てる。
（４）ｎ２５番目の送信帯域幅２．５ＭＨｚの移動局に対して、周波数ブロックＩＤ、（
Φ５ＭＨｚ＋Ｎ５＋Ｎ２．５＋ｎ１．２５）ｍｏｄ（１０／５）×（１０／５）＋（Φ２

．５ＭＨｚ＋Ｎ２．５＋ｎ１．２５）ｍｏｄ（５／２．５）×（５／２．５）＋（Φ１．

２５ＭＨｚ＋Ｎ２．５＋ｎ１．２５）ｍｏｄ（２．５／１．２５）×（２．５／１．２５
から１．２５／１．２５＝１ブロックを割り当てる。
【０２３７】
　例えば、Ｎ５＝３、Ｎ２５＝３、Ｎ１．２５＝４、Φ５ＭＨｚ、Φ２．５ＭＨｚ、Φ１

．２５ＭＨｚ＝０の場合、セクタにおける帯域の割り当ては、図３３Ｂに示すように、送
信帯域幅の広い移動局から順次割り当てられる。
【０２３８】
　パイロット信号指定部４１６は、移動局の移動によるパスロスの変化や、ハンドオーバ
により、セクタ内の移動局数および送信帯域幅が変化するため、所定の一定周期で上述し
た割り当てを実行する。
【０２３９】
　受信特性測定部４０６は、図３４に示すように、移動局が希望（最大）送信周波数帯域
幅を用いてパイロットを送信している場合には、データチャネルの希望周波数帯域幅（希
望割り当て帯域幅）を測定単位として、受信ＳＩＮＲを測定する。
【０２４０】
　周波数ブロック割り当て部４１０は、測定された受信ＳＩＮＲ、パイロット信号の送信
帯域およびデータチャネルの希望周波数帯域幅を示す情報に基づいて、パイロット信号の
送信帯域の範囲内で、各移動局に周波数帯域を割り当てる。この場合、周波数ブロック割
り当て部４１０は、予め決定された周波数割り当て単位、例えば周波数ブロックを単位と
して割り当てるようにしてもよい。
【０２４１】
　ＭＣＳ決定部４１４は、図３５に示すように、送信を許可した移動局に対して、割り当
て帯域におけるパイロット信号の受信品質に基づいて、ＭＣＳを指定する。
【０２４２】
　次に、本実施例にかかる送信装置１００の動作について、図３６を参照して説明する。
【０２４３】
　基地局２００は、移動局３００が使用する無線アクセス方式を決定し、移動局３００に
通知する。
【０２４４】
　最初に、無線アクセス方式を示す情報が受信される（ステップＳ１３０２）。
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【０２４５】
　次に、切り替え部１０６は、受信された無線アクセス方式を示す情報がシングルキャリ
ア方式であるか否かを判断する（ステップＳ１３０４）。
【０２４６】
　受信された無線アクセス方式を示す情報がシングルキャリア方式である場合（ステップ
Ｓ１３０４：ＹＥＳ）、切り替え部１０６は、シングルキャリア方式に切り替える。すな
わち、切り替え部１０６は、入力された拡散されたチップ系列をＦＦＴ部１０８に入力す
る。
【０２４７】
　次に、周波数領域信号生成部１１４は、送信データが衝突型チャネルであるか否かを判
断する（ステップＳ１３０８）。
【０２４８】
　送信データが衝突型チャネルである場合（ステップＳ１３０８：ＹＥＳ）、周波数領域
信号生成部１１４は、入力された無線リソース割り当て情報にしたがって、衝突型チャネ
ルに無線リソースを割り当てる。無線リソースが割り当てられた送信データは送信される
（ステップＳ１３１０）。
【０２４９】
　一方、送信データが衝突型チャネルでない場合、すなわちスケジューリング型のチャネ
ルである場合（ステップＳ１３０８：ＮＯ）、周波数領域信号生成部１１４は、入力され
た無線リソース割り当て情報にしたがって、スケジューリング型のチャネルに無線リソー
スを割り当てる。無線リソースが割り当てられた送信データは送信される（ステップＳ１
３１２）。
【０２５０】
　一方、受信された無線アクセス方式を示す情報がマルチキャリア方式である場合（ステ
ップＳ１３０４：ＮＯ）、切り替え部１０６は、マルチキャリア方式に切り替える。すな
わち、切り替え部１０６は、入力された拡散されたチップ系列をＳ／Ｐ変換部１１０に入
力する（ステップＳ１３１４）。
【０２５１】
　次に、周波数領域信号生成部１１４は、送信データが衝突型チャネルであるか否かを判
断する（ステップＳ１３１６）。
【０２５２】
　送信データが衝突型チャネルである場合（ステップＳ１３１６：ＹＥＳ）、周波数領域
信号生成部１１４は、入力された無線リソース割り当て情報にしたがって、衝突型チャネ
ルに無線リソースを割り当てる。無線リソースが割り当てられた送信データは送信される
（ステップＳ１３１８）。
【０２５３】
　一方、送信データが衝突型チャネルでない場合、すなわちスケジューリング型のチャネ
ルである場合（ステップＳ１３１６：ＮＯ）、周波数領域信号生成部１１４は、入力され
た無線リソース割り当て情報にしたがって、スケジューリング型のチャネルに無線リソー
スを割り当てる。無線リソースが割り当てられた送信データは送信される（ステップＳ１
３２０）。
【０２５４】
　次に、本実施例にかかる受信装置４００の動作について、図３７を参照して説明する。
【０２５５】
　最初に、無線アクセス方式決定部４０２は、移動局３００が使用する無線アクセス方式
を決定する。
【０２５６】
　次に、無線アクセス方式決定部４０２が、移動局３００が使用する無線アクセス方式と
してシングルキャリア方式を決定した場合について説明する。
【０２５７】
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　受信特性測定部４０６は、全てのユーザに対して、各周波数ブロックにおける優先度、
例えば受信ＳＩＮＲを計測する（ステップＳ２６０２）。優先度は、各ユーザに対して周
波数ブロック数分求められる。
【０２５８】
　次に、ランキング部４０８は、（ユーザ数×周波数ブロック数）の優先度を高い順にラ
ンキングし、ユーザと周波数ブロックとを対応付けて、ランキングテーブルの作成を行う
（ステップＳ２６０４）。
【０２５９】
　各ユーザが全帯域を使用してパイロットチャネルを送信した場合、ランキングテーブル
のランクはユーザ数×周波数ブロック数だけある。各ユーザがパイロットを送信する周波
数帯域が異なる場合には、ユーザがパイロットチャネルを送信しない周波数ブロックに対
応するランクはない。例えば、あるユーザが８個の周波数ブロックのうち、５個の周波数
ブロックでパイロットチャネルを送信した場合、３個の周波数ブロックに対応するランク
はない。
【０２６０】
　次に、周波数ブロック割り当て部４１０は、高い優先度から、その優先度に対応するユ
ーザに対応する周波数ブロックの仮割り当てを行う（ステップＳ２６０６）。
【０２６１】
　周波数ブロック割り当て部４１０は、ランキングテーブルを参照し、ランクの高い順に
、対応するユーザに周波数ブロックを割り当てる。例えば、ランキング表によれば、ラン
クの１位は、ユーザＡで対応する周波数ブロックは４である。この場合、周波数ブロック
４には、ユーザＡでランクが一位であることを示す"Ａ１"が記載される。同様に、周波数
ブロック５には、ユーザＡでランクが２位であることを示す"Ａ２"が記載される。以下同
様にして、周波数ブロックの仮割り当てが行われる。
【０２６２】
　次に、周波数ブロック割り当て部４１０は、最大の優先度に対応するユーザに対して仮
割り当てされた周波数ブロックのうち、隣接する周波数ブロックの割り当てを行う（ステ
ップＳ２６０８）。
【０２６３】
　帯域を割り当てる場合、ユーザＡについては、周波数ブロック３から５と、８が仮割り
当てされている。しかし、シングルキャリア方式であるので、ランクの一番高い周波数ブ
ロックを含む帯域を割り当てる。したがって、ユーザＡには、周波数ブロック３から５が
割り当てられる。
【０２６４】
　次に、周波数ブロック割り当て部４１０は、全周波数ブロックが割り当て済みか、また
は全ユーザが割り当て済みであるか否かを判断する（ステップＳ２６１０）。
【０２６５】
　全周波数ブロックが割り当て済みか、または全ユーザが割り当て済みである場合（ステ
ップＳ２６１０：ＹＥＳ）、周波数ブロックが割り当てられた各ユーザに対して、送信電
力およびＭＣＳを決定する（ステップＳ２６１４）。
【０２６６】
　一方、全周波数ブロックが割り当て済みか、または全ユーザが割り当て済みでない場合
（ステップＳ２６１０：ＮＯ）、周波数ブロック割り当て部４１０は、割り当てたユーザ
の優先度を除いて、改めて優先度を高い順にランキングを行い（ステップＳ２６１２）、
ステップＳ２６０６に戻る。
【０２６７】
　この場合、周波数ブロック３から５には、ユーザＡが割り当てられたので、周波数ブロ
ック３から５を除いて、上述した処理と同様の処理を行う。
【０２６８】
　このように、伝搬路状態のよい帯域をユーザ毎に割り当てる。同一ユーザには、とびと
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びの帯域とならないように、連続した帯域を割り当てることができる。
【０２６９】
　次に、本実施例にかかる他の受信装置４００の動作について、図３８を参照して説明す
る。ここでは、図３０を参照して説明した受信装置４００の動作について説明する。上述
したように、基地局が受信装置４００を備え、移動局が送信装置１００を備える。
【０２７０】
　最初に、無線アクセス方式決定部４０２は、移動局３００が使用する無線アクセス方式
を決定する。
【０２７１】
　ここでは、無線アクセス方式決定部４０２が、移動局３００が使用する無線アクセス方
式としてシングルキャリア方式を決定した場合について説明する。
【０２７２】
　パイロットチャネル生成部は、基地局に対してデータチャネルの希望（最大）送信周波
数帯域幅を示す情報、送信を行おうとするデータ量を示す情報およびデータレートを示す
情報のうち少なくとも１つの情報を基地局に送信する。また、パイロットチャネル生成部
は、パイロット信号の希望最大送信帯域幅を示す情報を通知する（ステップＳ３８０２）
。
【０２７３】
　パイロット信号指定部４１６は、パイロット信号の希望最大送信帯域幅を示す情報に基
づいて、移動局が送信するパイロット信号の中心周波数、周波数帯域幅を決定し（ステッ
プＳ３８０４）、該決定されたパイロット信号の中心周波数、周波数帯域幅を示す情報を
移動局に通知する（ステップＳ３８０６）。また、パイロット信号指定部４１６は、周波
数ブロックのＩＤを送信することにより、決定されたパイロット信号の送信帯域幅および
中心周波数を示す情報を対応する各送信装置に通知するようにしてもよい。この場合、パ
イロット信号指定部４１６は、複数の周波数ブロックを指定するようにしてもよい。例え
ば、パイロットチャネル指定部４１６は、各移動局の最大送信電力、各移動局と基地局と
の間のパスロスに基づいて、送信帯域幅を指定する。
【０２７４】
　パイロットチャネル生成部は、通知された中心周波数、周波数帯域幅を示す情報にした
がって、パイロット信号を送信する（ステップＳ３８０８）。この場合、パイロット信号
生成部は、周波数ホッピング方式により、パイロット信号を送信するようにしてもよい。
【０２７５】
　次に、受信特性測定部４０６は、パイロット信号の受信ＳＩＮＲを測定する。また、周
波数ブロック割り当て部４１０は、パイロット信号の受信ＳＩＮＲに基づいて、周波数帯
域を割り当てる移動局を決定する。また、ＭＣＳ決定部４１４は、周波数帯域を割り当て
て送信を許可する移動局に対して、ＭＣＳを決定する（ステップＳ３８１０）。ここで、
送信電力決定部４１２は、周波数帯域を割り当てて送信を許可する移動局に対して、送信
電力を決定するようにしてもよい。
【０２７６】
　次に、無線リソース割り当て部４０４は、送信を許可する移動局に対して、データチャ
ネルの割り当て帯域（チャンク、周波数ブロック）を示す情報、使用するＭＣＳを通知す
る（ステップＳ３８１２）。
【０２７７】
　基地局から送信されたデータチャネルの割り当て帯域を示す情報は無線リソース割り当
て制御部１２２に入力され、ＭＣＳの情報は拡散およびチャネルコード部１０２に入力さ
れる。
【０２７８】
　拡散およびチャネルコード部１０２は、入力されたＭＣＳ情報にしたがって、入力され
た２値の情報系列に、ターボ符号、畳み込み符号などの誤り訂正符号を適用してチャネル
符号化を行い、チャネル符号化されたデータを変調する。
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【０２７９】
　周波数領域信号生成部１１４は、割り当てられた帯域幅に応じて、データサイズを決定
する。ユーザＩＤ、ＭＣＳ、新規／再送の区分、データサイズを示す情報は、制御チャネ
ルに多重される。その結果、送信フレームが生成される（ステップＳ３８１４）。
【０２８０】
　次に、移動局はデータチャネルの送信を行う（ステップＳ３８１６）。
【０２８１】
　移動局から送信されたデータチャネルは、基地局で復調・復号が行われる（ステップＳ
３８１８）。
【０２８２】
　基地局は、データチャネルの復調・復号結果に基づいて、ＡＣＫ／ＮＡＣＫを送信する
。
【０２８３】
　以上の実施例を含む実施形態に関し、更に、以下の項目を開示する。
【０２８４】
　（１）　シングルキャリア方式の通信システムおよびマルチキャリア方式の通信システ
ムで使用できる送信装置であって：
　無線アクセス方式を切り替える切り替え手段；
　切り替えられた無線アクセス方式に応じて高速フーリエ変換および直並列変換の一方が
行われた拡散後のチップ系列に対して、無線リソースを割り当て、周波数領域の信号を生
成する周波数領域信号生成手段；
　前記周波数領域の信号に対して高速逆フーリエ変換を行い、送信信号を生成する送信信
号生成手段；
　を備えることを特徴とする送信装置。
【０２８５】
　このように構成することにより、シングルキャリア型の無線アクセス方式とマルチキャ
リア方式の無線アクセス方式とを、共通化したモジュールにより実現することができ、シ
ングルキャリア型の無線アクセス方式とマルチキャリア方式の無線アクセス方式とにより
通信を行うことができる。
【０２８６】
　（２）　（１）に記載の送信装置において：
　前記切り替え手段は、通知された無線アクセス方式を示す情報に応じて、無線アクセス
方式を切り替えることを特徴とする送信装置。
【０２８７】
　（３）　（１）または（２）に記載の送信装置において：
　前記切り替え手段は、シングルキャリア方式の無線アクセス方式に切り替える場合に、
割り当てを希望する所定の周波数帯域を使用して伝搬路状態測定用信号を送信することを
特徴とする送信装置。
【０２８８】
　（４）　（１）または（２）に記載の送信装置において：
　シングルキャリア方式の無線アクセス方式に切り替える場合に、データチャネルの希望
周波数帯域幅、送信データ量およびデータレートのうち少なくとも１つを示す情報を通知
するパイロット信号生成手段；
　を備えることを特徴とする送信装置。
【０２８９】
　（５）　（４）に記載の送信装置において：
　前記パイロット信号生成手段は、パイロット信号の希望最大送信帯域幅を示す情報を通
知することを特徴とする送信装置。
【０２９０】
　（６）　（５）に記載の送信装置において：
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　前記パイロット信号生成手段は、前記パイロット信号の希望最大送信帯域幅を示す情報
に基づいて指定された中心周波数および周波数帯域幅にしたがって、パイロット信号を送
信することを特徴とする送信装置。
【０２９１】
　（７）　（６）に記載の送信装置において：
　前記パイロット信号生成手段は、周波数ホッピング方式によりパイロット信号を送信す
ることを特徴とする送信装置。
【０２９２】
　（８）　（７）に記載の送信装置において：
　前記パイロット信号生成手段は、指定された周波数帯域幅毎に周波数ホッピングしてパ
イロット信号を送信することを特徴とする送信装置。
【０２９３】
　（９）　（１）ないし（８）のいずれか１項に記載の送信装置において：
　前記周波数領域信号生成手段は、高速フーリエ変換が行われた拡散後のチップ系列を所
定数回繰り返し、所定数回繰り返された各チップ系列をシフトさせ、一定のチップパター
ンを生成することを特徴とする送信装置。
【０２９４】
　（１０）　（１）ないし（９）のいずれか１項に記載の送信装置において：
　前記周波数領域信号生成手段は、物理チャネルの種類に応じて、無線リソースを割り当
てることを特徴とする送信装置。
【０２９５】
　（１１）　（１０）に記載の送信装置において：
　前記周波数領域信号生成手段は、物理チャネルに周波数ブロックを割り当てる場合に、
周波数ブロックのトランスミッション　タイム　インターバル長を単位として、無線リソ
ースを割り当てることを特徴とする送信装置。
【０２９６】
　（１２）　（１０）または（１１）に記載の送信装置において：
　前記周波数領域信号生成手段は、送信する信号が衝突型のチャネルである場合に、割り
当てられた周波数帯域のうち少なくとも一部の帯域を利用するように無線リソースを割り
当てることを特徴とする送信装置。
【０２９７】
　（１３）　（１０）または（１１）に記載の送信装置において：
　前記周波数領域信号生成手段は、送信する信号が共有制御チャネルである場合に、通知
されたスケジューリングの結果に基づいて、無線リソースを割り当てることを特徴とする
送信装置。
【０２９８】
　（１４）　（１０）または（１１）に記載の送信装置において：
　前記周波数領域信号生成手段は、送信する信号が共有データチャネルである場合に、通
知されたスケジューリングの結果に基づいて、無線リソースを割り当てることを特徴とす
る送信装置。
【０２９９】
　（１５）　（１４）に記載の送信装置において：
　前記周波数領域信号生成手段は、通知された周波数分割多元接続での時間領域における
スケジューリングの結果に基づいて、無線リソースを割り当てることを特徴とする送信装
置。
【０３００】
　（１６）　（１５）に記載の送信装置において：
　前記周波数領域信号生成手段は、データレートに基づいて、複数の周波数ブロックを割
り当てることを特徴とする送信装置。
【０３０１】
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　（１７）　（１４）に記載の送信装置において：
　前記周波数領域信号生成手段は、通知された時間領域および周波数領域におけるスケジ
ューリングの結果に基づいて、無線リソースを割り当てることを特徴とする送信装置。
【０３０２】
　（１８）　（１７）に記載の送信装置において：
　前記周波数領域信号生成手段は、周波数ブロックをグループ化して割り当てることを特
徴とする送信装置。
【０３０３】
　（１９）　（１４）ないし（１８）のいずれか１項に記載の送信装置において：
　前記周波数領域信号生成手段は、シングルキャリア伝送が行われる場合に、データレー
トにしたがって、割り当てられる帯域幅を変更することを特徴とする送信装置。
【０３０４】
　（２０）　送信装置が使用する無線アクセス方式を決定する無線アクセス方式決定手段
；
　決定された無線アクセス方式を示す情報を通知する通知手段；
　を備えることを特徴とする受信装置。
【０３０５】
　このように構成することにより、送信装置が使用する無線アクセス方式を決定し、通知
することができる。
【０３０６】
　（２１）　（２０）に記載の受信装置において：
　前記無線アクセス方式決定手段は、自受信装置が設置された環境に基づいて、無線アク
セス方式を決定することを特徴とする受信装置。
【０３０７】
　（２２）　（２０）に記載の受信装置において：
　前記無線アクセス方式決定手段は、セル構成に基づいて、無線アクセス方式を決定する
ことを特徴とする受信装置。
【０３０８】
　（２３）　（２０）に記載の受信装置において：
　前記無線アクセス方式決定手段は、送信装置毎に、無線アクセス方式を決定することを
特徴とする受信装置。
【０３０９】
　（２４）　（２０）に記載の受信装置において：
　前記無線アクセス方式決定手段は、自受信装置と送信装置との距離に基づいて、無線ア
クセス方式を決定することを特徴とする受信装置。
【０３１０】
　（２５）　（２０）に記載の受信装置において：
　前記無線アクセス方式決定手段は、送信装置における送信電力に基づいて、無線アクセ
ス方式を決定することを特徴とする受信装置。
【０３１１】
　（２６）　（２０）ないし（２５）のいずれか１項に記載の受信装置において：
　伝搬路状態測定用信号の送信された周波数帯域に基づいて、割り当てる周波数帯域を決
定する無線リソース割り当て決定手段；
　を有し、
　前記通知手段は、決定された周波数帯域を示す情報を送信することを特徴とする受信装
置。
【０３１２】
　（２７）　（２６）に記載の受信装置において：
　無線リソース割り当て決定手段は、伝搬路状態測定用信号を送信している周波数帯域の
範囲内で、周波数帯域を割り当てることを特徴とする受信装置。
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【０３１３】
　（２８）　（２７）に記載の受信装置において：
　前記無線リソース割り当て決定手段は、受信装置における伝搬路状態測定用信号の受信
電力、送信装置が送信しようとするデータの種類、送信待ち時間および各移動局の最大送
信電力のうち少なくとも１つに基づいて、予め決定された周波数の割り当て単位毎に周波
数を割り当てる送信装置を決定することを特徴とする受信装置。
【０３１４】
　（２９）　（２６）に記載の受信装置において：
　シングルキャリア方式の無線アクセス方式に決定した場合に、前記無線リソース割り当
て決定手段は、各送信装置に対する受信特性に基づき、同一送信装置に対して、連続した
周波数帯を割り当てることを特徴とする受信装置。
【０３１５】
　（３０）　（２０）ないし（２５）のいずれか１項に記載の受信装置において：
　パイロット信号の希望最大送信帯域幅を示す情報に基づいて、送信装置毎にパイロット
信号の送信帯域幅および中心周波数を決定し、決定されたパイロット信号の送信帯域幅お
よび中心周波数を示す情報を対応する各送信装置に送信するパイロット信号指定手段；
　を備えることを特徴とする受信装置。
【０３１６】
　（３１）　（３０）に記載の受信装置において：
　前記パイロット信号指定手段は、周波数ブロックのＩＤを送信することにより、決定さ
れたパイロット信号の送信帯域幅および中心周波数を示す情報を対応する各送信装置に通
知することを特徴とする受信装置。
【０３１７】
　（３２）　（３０）または（３１）に記載の受信装置において：
　前記パイロット信号指定手段は、各送信装置の最大送信電力と、各送信装置と受信装置
との間のパスロスとに基づいて、送信帯域幅を決定することを特徴とする受信装置。
【０３１８】
　（３３）　（３２）に記載の受信装置において：
　前記パイロット信号指定手段は、システムで定められた最小送信帯域幅の整数倍および
２ｎ倍の一方に、送信帯域幅を決定することを特徴とする受信装置。
【０３１９】
　（３４）　（３３）に記載の受信装置において：
　前記パイロット信号指定手段は、送信装置が最大送信電力で前記パイロット信号を送信
した場合に予測される受信ＳＩＮＲが、所要受信ＳＩＮＲ以上となる最大の帯域幅に、送
信帯域幅を決定することを特徴とする受信装置。
【０３２０】
　（３５）　（３３）に記載の受信装置において：
　前記パイロット信号指定手段は、送信装置が最小送信帯域幅で前記パイロット信号を送
信した場合に予測される受信ＳＩＮＲが、所要受信ＳＩＮＲ未満となる場合、最小送信帯
域幅に、送信帯域幅を決定することを特徴とする受信装置。
【０３２１】
　（３６）　（３４）または（３５）に記載の受信装置において：
　前記パイロット信号指定手段は、前記予測される受信ＳＩＮＲを、自受信装置と送信装
置間の平均パスロスおよび自受信装置における平均干渉電力を用いて算出することを特徴
とする受信装置。
【０３２２】
　（３７）　（３０）ないし（３６）のいずれか１項に記載の受信装置において：
　前記パイロット信号指定手段は、上りリンクの総受信電力に基づいて、パイロット信号
の送信帯域幅および中心周波数を決定することを特徴とする受信装置。
【０３２３】
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　（３８）　（３７）に記載の受信装置において：
　前記パイロット信号指定手段は、各送信装置のパイロット信号の受信電力の偏りを示す
基準値を予め決定し、この基準値以下となるように、各送信装置に対して、パイロット信
号の送信帯域幅および中心周波数の決定を行うことを特徴とする受信装置。
【０３２４】
　（３９）　（３７）に記載の受信装置において：
　前記パイロット信号指定手段は、各周波数帯で、前記パイロット信号を送信する送信装
置の数の偏りが小さくなるように、前記パイロット信号の送信帯域を割り当てることを特
徴とする受信装置。
【０３２５】
　（４０）　（３０）ないし（３６）のいずれか１項に記載の受信装置において：
　前記パイロット信号指定手段は、繰り返し係数の残数に基づいて、各送信装置に対して
、パイロット信号の送信帯域幅および中心周波数を決定することを特徴とする受信装置。
【０３２６】
　（４１）　（３０）ないし（４０）のいずれか１項に記載の受信装置において：
　パイロット信号の受信特性を測定する受信特性測定手段；
　前記受信特性、パイロット信号の送信帯域およびデータチャネルの希望周波数帯域幅を
示す情報に基づいて、前記パイロット信号の送信帯域の範囲内で各送信装置に周波数帯域
を割り当てる無線リソース割り当て決定手段；
　を備えることを特徴とする受信装置。
【０３２７】
　（４２）　（４１）に記載の受信装置において：
　前記無線リソース割り当て決定手段は、予め決定された周波数割り当て単位に基づいて
、各送信装置に周波数帯域を割り当てることを特徴とする受信装置。
【０３２８】
　（４３）　（４１）または（４２）に記載の受信装置において：
　前記無線リソース割り当て測定手段は、パイロットが送信されていない帯域の受信特性
として、過去に測定された受信特性を使用することを特徴とする受信装置。
【０３２９】
　（４４）　（４１）ないし（４３）のいずれか１項に記載の受信装置において：
　前記受信特性測定手段は、予め決定された周波数帯域の割り当て単位を測定単位として
、送信されたパイロット信号の受信特性を測定することを特徴とする受信装置。
【０３３０】
　（４５）　（４１）ないし（４３）に記載の受信装置において：
　前記受信特性測定手段は、データチャネルの希望割り当て帯域を測定単位として、送信
されたパイロット信号の受信特性を測定することを特徴とする受信装置。
【０３３１】
　（４６）　（２６）ないし（４５）のいずれか１項に記載の受信装置において：
　前記無線リソース割り当て決定手段は、割り当てた周波数帯域幅に基づいて、上りリン
クの送信電力を指定することを特徴とする受信装置。
【０３３２】
　（４７）　（２６）ないし（４５）のいずれか１項に記載の受信装置において：
　前記無線リソース割り当て決定手段は、割り当てようとする帯域における干渉電力に基
づいて、希望波電力対干渉電力比が所望の値となるように送信電力を指定することを特徴
とする受信装置。
【０３３３】
　（４８）　（２６）ないし（４５）のいずれか１項に記載の受信装置において：
　前記無線リソース割り当て決定手段は、データチャネルに対する所要品質および伝搬路
状態測定用信号に対する所要品質のうち少なくとも一方を設定することを特徴とする受信
装置。
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【０３３４】
　（４９）　（４８）に記載の受信装置において：
　前記無線リソース割り当て決定手段は、前記データチャネルに対する所要品質および前
記伝搬路状態測定用信号に対する所要品質のうち少なくとも一方を、報知チャネルにより
、通知することを特徴とする受信装置。
【０３３５】
　（５０）　（４８）または（４９）に記載の受信装置において：
　前記無線リソース割り当て決定手段は、データチャネルの割り当てがない場合、前記搬
路状態測定用信号に対する所要品質に基づいて、送信電力制御を行うことを特徴とする受
信装置。
【０３３６】
　（５１）　（４８）または（４９）に記載の受信装置において：
　前記無線リソース割り当て決定手段は、データチャネルの割り当てがある場合、送信フ
レーム内に時間多重されたデータ部および伝搬路状態測定用信号部に対して、前記データ
チャネルに対する所要品質に基づいて、送信電力制御を行うことを特徴とする受信装置。
【０３３７】
　（５２）　（２６）または（４５）のいずれか１項に記載の受信装置において：
　前記無線リソース割り当て決定手段は、一定の送信電力密度となるように送信電力を指
定することを特徴とする受信装置。
【０３３８】
　（５３）　（４６）ないし（５２）のいずれか１項に記載の受信装置において：
　前記無線リソース割り当て決定手段は、指定した送信電力、および伝搬路状態測定用信
号の受信電力に基づいて、周波数帯域を割り当てた送信装置が信号を送信した場合に、割
り当てた周波数帯域において推定される、送信装置が送信した信号の受信装置における受
信電力および干渉電力の瞬時値および平均値のいずれか１つを使用することを決定し、決
定された受信電力と干渉電力との比に基づいて、変調方法、誤り訂正符号化率を決定する
ことを特徴とする受信装置。
【０３３９】
　（５４）　（５３）に記載の受信装置において：
　前記無線リソース割り当て決定手段は、周波数帯域の割り当て単位毎に測定されたパイ
ロット信号の受信品質に基づいて、ＭＣＳを決定し、送信装置に通知することを特徴とす
る受信装置。
【０３４０】
　（５５）　（５３）に記載の受信装置において：
　前記無線リソース割り当て決定手段は、割り当て帯域におけるパイロット信号の受信品
質に基づいて、ＭＣＳを決定し、送信装置に通知することを特徴とする受信装置。
【０３４１】
　（５６）　（４６）ないし（５２）のいずれか１項に記載の受信装置において：
　前記無線リソース割り当て決定手段は、一度割り当てた周波数帯域について、その周波
数帯域における、割り当てた送信装置の伝搬路状態測定用信号の受信電力が予め指定され
た閾値を超えて変化するまで、同一の送信局にその周波数帯域を時間的に連続して割り当
て続けることを特徴とする受信装置。
【０３４２】
　（５７）　シングルキャリア方式の通信システムおよびマルチキャリア方式の通信シス
テムで使用できる送信装置と、受信装置とを備える移動通信システムであって：
　送信装置が使用する無線アクセス方式を決定する無線アクセス方式決定手段；
　決定された無線アクセス方式を示す情報を通知する通知手段；
　無線アクセス方式を切り替える切り替え手段；
　切り替えられた無線アクセス方式に応じて高速フーリエ変換および直並列変換の一方が
行われた拡散後のチップ系列に対して、無線リソースを割り当て、周波数領域の信号を生
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成する周波数領域信号生成手段；
　前記周波数領域の信号に対して高速逆フーリエ変換を行い、送信信号を生成する送信信
号生成手段；
　を備えることを特徴とする移動通信システム。
【０３４３】
　このように構成することにより、シングルキャリア型の無線アクセス方式とマルチキャ
リア方式の無線アクセス方式とを共通化したモジュールにより実現することができ、決定
された無線アクセス方式にしたがって、シングルキャリア型の無線アクセス方式とマルチ
キャリア方式の無線アクセス方式とにより通信を行うことができる。
【０３４４】
　（５８）　受信装置が、使用する無線アクセス方式を決定するステップ；
　受信装置が、決定された無線アクセス方式を示す情報を通知するステップ；
　送信装置が、無線アクセス方式を示す情報を受信するステップ；
　送信装置が、前記無線アクセス方式を示す情報にしたがって、無線アクセス方式を切り
替えるステップ；
　送信装置が、切り替えられた無線アクセス方式に応じて高速フーリエ変換および直並列
変換の一方が行われた拡散後のチップ系列に対して、無線リソースを割り当て、周波数領
域の信号を生成するステップ；
　送信装置が、前記周波数領域の信号に対して高速逆フーリエ変換を行い、送信信号を生
成するステップ；
　を有することを特徴とする送信制御方法。
【０３４５】
　このように構成することにより、決定された無線アクセス方式にしたがって、シングル
キャリア型の無線アクセス方式とマルチキャリア方式の無線アクセス方式とにより通信を
行うことができる。
【０３４６】
　（５９）　（５８）に記載の送信制御方法において：
　シングルキャリア方式の無線アクセス方式に切り替える場合に、送信装置が、データチ
ャネルの希望周波数帯域幅、送信データ量およびデータレートのうち少なくとも１つを示
す情報を、受信装置に通知するステップ；
　を有することを特徴とする送信制御方法。
【０３４７】
　（６０）　（５９）に記載の送信制御方法において：
　送信装置が、パイロット信号の希望最大送信帯域幅を示す情報を通知するステップ；
　を有することを特徴とする送信制御方法。
【０３４８】
　（６１）　（５９）に記載の送信制御方法において：
　送信装置が、前記パイロット信号の希望最大送信帯域幅を示す情報に基づいて指定され
た中心周波数および周波数帯域幅にしたがって、パイロット信号を送信するステップ；
　を有することを特徴とする送信制御方法。
【０３４９】
　（６２）　（６１）に記載の送信装置において：
　前記パイロット信号を送信するステップは、周波数ホッピング方式によりパイロット信
号を送信することを特徴とする送信制御方法。
【０３５０】
　（６３）　（５８）ないし（６２）のいずれか１項に記載の送信制御方法において：
　前記周波数領域の信号を生成するステップは、
　高速フーリエ変換が行われた拡散後のチップ系列を所定数回繰り返すステップ；
　所定数回繰り返された各チップ系列をシフトさせ、一定のチップパターンを生成するス
テップ；
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　を有することを特徴とする送信制御方法。
【０３５１】
　（６４）　（５８）ないし（６３）のいずれか１項に記載の送信制御方法において：
　前記周波数領域の信号を生成するステップは、物理チャネルの種類に応じて、無線リソ
ースを割り当てるステップ；
　を有することを特徴とする送信制御方法。
【０３５２】
　（６５）　（６４）に記載の送信制御方法において：
　前記無線リソースを割り当てるステップは、物理チャネルに周波数ブロックを割り当て
る場合に、周波数ブロックのトランスミッション　タイム　インターバル長を単位として
、無線リソースを割り当てるステップを有することを特徴とする送信制御方法。
【０３５３】
　（６６）　（６４）または（６５）に記載の送信制御方法において：
　前記無線リソースを割り当てるステップは、送信する信号が共有データチャネルである
場合に、通知されたスケジューリングの結果に基づいて、無線リソースを割り当てるステ
ップを有することを特徴とする送信制御方法。
【０３５４】
　（６７）　（６６）に記載の送信制御方法において：
　前記無線リソースを割り当てるステップは、通知された周波数分割多元接続での時間領
域におけるスケジューリングの結果に基づいて、無線リソースを割り当てるステップを有
することを特徴とする送信制御方法。
【０３５５】
　（６８）　（６７）に記載の送信制御方法において：
　前記無線リソースを割り当てるステップは、データレートに基づいて、複数の周波数ブ
ロックを割り当てるステップを有することを特徴とする送信制御方法。
【０３５６】
　（６９）　（６４）に記載の送信制御方法において：
　前記無線リソースを割り当てるステップは、通知された時間領域および周波数領域にお
けるスケジューリングの結果に基づいて、無線リソースを割り当てるステップを有するこ
とを特徴とする送信制御方法。
【０３５７】
　（７０）　（６４）に記載の送信制御方法において：
　前記無線リソースを割り当てるステップは、周波数ブロックをグループ化して割り当て
るステップを有することを特徴とする送信制御方法。
【０３５８】
　（７１）　（６６）ないし（７０）のいずれか１項に記載の送信制御方法において：
　前記無線リソースを割り当てるステップは、シングルキャリア伝送が行われる場合に、
データレートにしたがって、割り当てられる帯域幅を変更するステップを有することを特
徴とする送信制御方法。
【０３５９】
　（７２）　（６４）に記載の通信制御方法において：
　前記無線リソースを割り当てるステップは、伝搬路状態測定用信号を送信している周波
数帯域の範囲内で、周波数帯域を割り当てるステップ
　を有することを特徴とする送信制御方法。
【０３６０】
　（７３）　（７２）に記載の送信制御方法において：
　前記無線リソースを割り当てるステップは、受信装置における伝播路状態測定用信号の
受信電力、移動局が送信しようとするデータの種類、送信待ち時間および各移動局の最大
送信電力のうち少なくとも１つに基づいて、周波数の割り当て単位毎に周波数を割り当て
る移動局を決定するステップ；
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　を有することを特徴とする送信制御方法。
【０３６１】
　（７４）　（７２）または（７３）に記載の送信制御方法において：
　シングルキャリア方式の無線アクセス方式に決定した場合に、前記無線リソースを割り
当てるステップは、各移動局に対する受信特性に基づき、同一移動局に対して、連続した
周波数帯を割り当てるステップ；
　を有することを特徴とする送信制御方法。
【０３６２】
　（７５）　（５８）または（５９）に記載の送信制御方法において：
　受信装置が、パイロット信号の希望最大送信帯域幅を示す情報に基づいて、送信装置毎
にパイロット信号の送信帯域幅および中心周波数を指定するステップ；
　受信装置が、決定されたパイロット信号の送信帯域幅および中心周波数を示す情報を対
応する各送信装置に送信するステップ；
　を有することを特徴とする送信制御方法。
【０３６３】
　（７６）　（７５）に記載の送信制御方法において：
　前記送信するステップは、周波数ブロックのＩＤを送信することにより、決定されたパ
イロット信号の送信帯域幅および中心周波数を示す情報を対応する各送信装置に通知する
ことを特徴とする送信制御方法。
【０３６４】
　（７７）　（７５）または（７６）に記載の受信装置において：
　前記送信帯域幅および中心周波数を指定するステップは、各送信装置の最大送信電力と
、各送信装置と受信装置との間のパスロスとに基づいて、送信帯域幅を決定することを特
徴とする送信制御方法。
【０３６５】
　（７８）　（７７）に記載の送信制御方法において：
　前記送信帯域幅および中心周波数を指定するステップは、システムで定められた最小送
信帯域幅の整数倍および２ｎ倍の一方に、送信帯域幅を決定することを特徴とする送信制
御方法。
【０３６６】
　（７９）　（７８）に記載の送信制御方法において：
　前記送信帯域幅および中心周波数を指定するステップは、送信装置が最大送信電力で前
記パイロット信号を送信した場合に予測される受信ＳＩＮＲが、所要受信ＳＩＮＲ以上と
なる最大の帯域幅に、送信帯域幅を決定することを特徴とする送信制御方法。
【０３６７】
　（８０）　（７８）に記載の送信制御方法において：
　前記送信帯域幅および中心周波数を指定するステップは、送信装置が最小送信帯域幅で
前記パイロット信号を送信した場合に予測される受信ＳＩＮＲが、所要受信ＳＩＮＲ未満
となる場合、最小送信帯域幅に、送信帯域幅を決定することを特徴とする送信制御方法。
【０３６８】
　（８１）　（７９）または（８０）に記載の送信制御方法において：
　前記送信帯域幅および中心周波数を指定するステップは、前記予測される受信ＳＩＮＲ
を、自受信装置と送信装置間の平均パスロスおよび自受信装置における平均干渉電力を用
いて算出することを特徴とする受信装置。
【０３６９】
　（８２）　（７５）ないし（７７）のいずれか１項に記載の送信制御方法において：
　前記送信帯域幅および中心周波数を指定するステップは、上りリンクの総受信電力に基
づいて、パイロット信号の送信帯域幅および中心周波数を決定することを特徴とする送信
制御方法。
【０３７０】
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　（８３）　（７５）ないし（７７）のいずれか１項に記載の送信制御方法において：
　前記送信帯域幅および中心周波数を指定するステップは、繰り返し係数の残数に基づい
て、各送信装置に対して、パイロット信号の送信帯域幅および中心周波数を決定すること
を特徴とする送信制御方法。
【０３７１】
　（８４）　（７５）ないし（８３）のいずれか１項に記載の送信制御方法において：
　受信装置が、パイロット信号の受信特性を測定するステップ；
　受信装置が、前記受信特性、パイロット信号の送信帯域およびデータチャネルの希望周
波数帯域幅を示す情報に基づいて、前記パイロット信号の送信帯域の範囲内で各送信装置
に周波数帯域を割り当てるステップ；
　を有することを特徴とする送信制御方法。
【０３７２】
　（８５）　（８４）に記載の送信制御方法において：
　前記周波数帯域を割り当てるステップは、予め決定された周波数割り当て単位に基づい
て、各送信装置に周波数帯域を割り当てることを特徴とする送信制御方法。
【０３７３】
　（８６）　（８４）または（８５）に記載の送信制御方法において：
　前記周波数帯域を割り当てるステップは、パイロットが送信されていない帯域の受信特
性として、過去に測定された受信特性を使用することを特徴とする送信制御方法。
【０３７４】
　（８７）　（８４）ないし（８６）のいずれか１項に記載の送信制御方法において：
　前記パイロット信号の受信特性を測定するステップは、予め決定された周波数帯域の割
り当て単位を測定単位として、パイロット信号の受信特性を測定することを特徴とする送
信制御方法。
【０３７５】
　（８８）　（８４）ないし（８６）に記載の送信制御方法において：
　前記パイロット信号の受信特性を測定するステップは、データチャネルの希望割り当て
帯域を測定単位として、送信されたパイロット信号の受信特性を測定することを特徴とす
る送信制御方法。
【０３７６】
　（８９）　（６５）に記載の送信制御方法において：
　割り当てた周波数帯域幅に基づいて、上りリンクの送信電力を指定するステップ；
　を有することを特徴とする送信制御方法。
【０３７７】
　（９０）　（８９）に記載の送信制御方法において：
　前記送信電力を指定するステップは、割り当てようとする帯域における干渉電力に基づ
いて、希望波電力対干渉電力比が所望の値となるように送信電力を指定するステップ；
　を有することを特徴とする送信制御方法。
【０３７８】
　（９１）　（６５）に記載の送信制御方法において：
　前記送信電力を決定するステップは、データチャネルに対する所要品質および伝搬路状
態測定用信号に対する所要品質のうち少なくとも一方を設定することを特徴とする送信制
御方法。
【０３７９】
　（９２）　（９１）に記載の送信制御方法において：
　前記送信電力を決定するステップは、前記データチャネルに対する所要品質および前記
伝搬路状態測定用信号に対する所要品質のうち少なくとも一方を、報知チャネルにより、
通知することを特徴とする送信制御方法。
【０３８０】
　（９３）　（９１）または（９２）に記載の送信制御方法において：
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　前記送信電力を決定するステップは、データチャネルの割り当てがない場合、前記搬路
状態測定用信号に対する所要品質に基づいて、送信電力制御を行うことを特徴とする送信
制御方法。
【０３８１】
　（９４）　（９１）または（９２）に記載の送信制御方法において：
　前記送信電力を決定するステップは、データチャネルの割り当てがある場合、送信フレ
ーム内に時間多重されたデータ部および伝搬路状態測定用信号部に対して、前記データチ
ャネルに対する所要品質に基づいて、送信電力制御を行うことを特徴とする送信制御方法
。
【０３８２】
　（９５）　（８９）に記載の送信制御方法において：
　前記送信電力を指定するステップは、一定の送信電力密度となるように送信電力を指定
するステップ；
　を有することを特徴とする送信制御方法。
【０３８３】
　（９６）　（８９）ないし（９５）のいずれか１項に記載の送信制御方法において：
　指定した送信電力、および伝搬路状態測定用信号の受信電力に基づいて、周波数帯域を
割り当てた送信装置が信号を送信した場合に、割り当てた周波数帯域において推定される
、送信装置が送信した信号の受信装置における受信電力および干渉電力の瞬時値および平
均値のいずれか１つを使用することを決定するステップ；
　決定された送信希望波電力と干渉電力との比に基づいて、変調方法、誤り訂正符号化率
を決定するステップ；
　を有することを特徴とする送信制御方法。
【０３８４】
　（９７）　（９６）に記載の送信制御方法において：
　前記変調方法、誤り訂正符号化率を決定するステップは、周波数帯域の割り当て単位毎
に測定されたパイロット信号の受信品質に基づいて、ＭＣＳを決定することを特徴とする
送信制御方法。
【０３８５】
　（９８）　（９６）に記載の送信制御方法において：
　前記変調方法、誤り訂正符号化率を決定するステップは、割り当て帯域におけるパイロ
ット信号の受信品質に基づいて、ＭＣＳを決定することを特徴とする送信制御方法。
【０３８６】
　（９９）　（６５）に記載の送信制御方法において：
　前記無線リソースを割り当てるステップは、一度割り当てた周波数帯域について、その
周波数帯域における、割り当てた送信装置の伝搬路状態測定用信号の受信電力が、予め指
定された閾値を超えて変化するまで、同一の送信局にその周波数帯域を時間的に連続して
割り当て続けるステップ；
　を有することを特徴とする送信制御方法。
【産業上の利用可能性】
【０３８７】
　本発明にかかる送信装置、受信装置および移動通信システム並びに送信制御方法は、パ
ケット伝送を行う移動通信システムに適用できる。
【符号の説明】
【０３８８】
１　拡散部
２　符号乗算部
３　移相部
３０、４０、１００　送信装置
２００、２００１、２００２、２００３、２００４、２００５、２００６　基地局
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３００　移動局
４００　受信装置
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